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序     文 
 

モザンビーク共和国では、1986 年に初めての HIV/エイズ疾患が確認されて以来、国内の HIV

感染は拡大し続けていると言われており、2004 年には HIV/エイズに対して国家非常事態宣言が

出されました。 

2009 年に包括的 HIV/エイズ全国調査（INSIDA）が実施され、全国成人感染率が 11.5％と発表

されましたが、このデータにより、1997 年時の 8.6％、2003 年時の 9.3％から急速に感染が広ま

っていることが示されました。そのなかでも、ガザ州の成人感染率は 25.1％と、他州とは比較に

ならないほどの危機的な感染状況にあることが判明しました。 

このような状況の下、ガザ州知事を長とするガザ州エイズ対策委員会から、ガザ州のエイズ対

策の取り組みを強化すべく、右委員会の能力強化のための技術協力プロジェクトがわが国に対し

て要請されました。 

今般、JICA はガザ州エイズ対策委員会からの支援要請の背景、内容を確認し、全国エイズ対策

委員会や他援助機関との協議、情報収集のうえで、協力計画を策定することを目的として、詳細

計画策定調査を 2011 年 7 月 11 日から 8 月 5 日まで実施しました。本報告書はその調査結果を取

りまとめたものです。 

ここに本調査の実施にあたり、ご協力を賜りました日本側関係機関、モザンビーク政府関係者、

エイズ分野援助機関担当者各位ほか、関係者の皆さまに深い謝意を表しますとともに、プロジェ

クト開始に向けてより一層のご指導、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。 

 

平成 23 年 11 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
モザンビーク事務所長 宿野部 雅美 
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第１章 詳細計画調査の概要 
 

１－１ 調査の目的 

モザンビーク共和国（以下、「モザンビーク」と記す）におけるヒト免疫不全ウイルス（Human 

Immunodeficiency Virus：HIV）/エイズ成人感染率は 11.5％〔包括的 HIV/エイズ全国調査（National 

Survey on Prevalence, Behavioral Risk and Information about HIV and AIDS：INSIDA）2009 年〕と依

然高い状況にあるが、特に、ガザ州、マプト州、マプト市等の南部地域における感染率の高さは

顕著であり、これら地域で最も多い死亡原因（順に 40.7％、38.9％、33％）はエイズ関連疾患に

よるものと報告されている（INE、2007 年）。特にガザ州は HIV/エイズ成人感染率が 25.1％と全

国で最も高く、エイズ関連疾患による人的資源損失の軽減と、HIV への新規感染を食い止めるた

めの予防対策が喫緊の課題となっている。 

HIV 感染予防対策として、2008 年に国家 HIV 感染予防戦略〔The Strategy for the Acceleration of 

Prevention of HIV Infection：（SAPHI）2010～2014 年〕が策定され、2015 年までに 1 日当たりの新

規感染者数を 2010 年ベースラインの 350 人/日から 150 人/日に削減するとの目標が掲げられてい

る。右文書では、予防介入を強化すべき 8 つの優先分野・課題を特定し、介入を強化するにあた

っては、（1）各種活動の調整、（2）行動変容を促すコミュニケーション、（3）モニタリング・評

価（Monitoring and Evaluation：M&E）、という 3 つの取り組みを強化すべきとの提言がなされて

いる。 

成人感染率の最も高いガザ州においては、ガザ州エイズ対策委員会（Provincial AIDS Combat 

Nucleo：NPCS）（以下、「NPCS ガザ」と記す）が上記戦略に基づく予防対策活動を推進するため、

州レベルでの（1）調整、（2）コミュニケーション、（3）M&E を実施することが期待されている

が、実際には、ガザ州で取り組まれている予防対策活動の基礎情報の把握やコミュニケーション

活動を行う実施機関の定期会合の開催等にとどまっており、ガザ州の HIV 感染動向の分析やハイ

リスクグループのリスク行動分析等、州内の予防対策活動を効果的に展開するための調整機能を

発揮できていない。 

このような背景の下、NPCS ガザよりわが国に対し、ガザ州における予防対策活動を強化する

ための技術協力が要請された。本要請は、NPCS ガザの効果的な予防対策実施のための調整能力

強化を通じ、ガザ州における感染リスクグループの行動変容をめざすものである。 

本詳細計画策定調査は、上記モザンビーク政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政

府関係機関との協議を経て協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うた

めに必要な情報を収集、分析することを目的とした。 

 

１－２ 調査団の構成 

（1）総括 宿野部 雅美（JICA モザンビーク事務所） 

（2）評価分析 吉武 桃子（IC-Net 株式会社） 

（3）協力企画 大江 佐知子（JICA モザンビーク事務所） 

 

１－３ 調査日程 

2011 年 7 月 11 日（月）～8 月 5 日（金）（現地 24 日間） 
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総括 評価分析 協力企画

宿野部所長 吉武氏 大江所員

10:50  マプト着

14:00　JICAモザンビーク事務所打合せ
16:00　大使館表敬

13 水

14 木

15 金

16 土 資料整理

17 日 資料整理

18 月
9:00　NPCSインタビュー
14:00　TVモザンビーク ガザ支局
15:00　社会コミュニケーション局ガザ支部

19 火
8:30　SSAJコミュニティ組織（CBO)
13:15　Johns Hopkins University

13:30　事務所打合せ
(宮崎所員対応）

13:30　事務所打合せ
15:00　国連エイズ合同計画
（UNAIDS）

21 木
9:30 マンジャカゼ郡
11:00　コミュニティラジオ、青少年センター
13:45 Diocese dos Libombos em Maciene

22 金
9:10 ADPPショクエ
13:15 FONGA

23 土 9:30 TEBA

　(ガザへ移動) (資料整理) (ガザへ移動）

8:00　伝統医療協会（AMETRAMO)
9:00～13：00 PCMワークショップ
15：00 PDM協議

（宮崎所員対応）

終日：　PDM協議

（宮崎所員対応）

27 水
（宮崎所員対応）

終日：　ミニッツ協議（NPCSガザ)

8:00　ガザ州知事　表敬

(マプトへ移動)

29 金 NPCSインタビュー

30 土 (マプトへ移動)

31 日 (資料整理)

1 月 14:00　ミニッツ協議（州知事アドバイザー、NPCSガザ代表）

2 火
10:30　ミニッツ協議（外務協力省、CNCS)
12:00　ミニッツ協議（CNCS)

3 水
14:00 ミニッツ協議（CNCS）
16:30　JICAモザンビーク事務所報告

4 木 マプト発

8:30 DMAS、DPJD、OJMなど
9：50　ASTRO GAZA
11：30　Radio Mozambique
13：45　AMIMO
16：00　NPCS

25 月

NPCSインタビュー

8
月

　
A

u
g
u
s
t

28 木

8:30　国際移住機構（IOM)
11:00　エイズサービス機関ネットワーク（MONASO）本部
14:00　世界保健機関（WHO)

9:30　  国家エイズ対策委員会（CNCS)　副局長表敬
11:00　CNCS　総務ユニット長
13:15　CNCS　コミュニケーションユニット長
14:45　保健省HIV/AIDS局

26 火

20 水

24 日

7:00  ガザへ移動
10:00　NPCSガザ　表敬、協議
13:40　ガザ州知事　表敬
14:45　NPCSガザ　ガザ州HIV感染状況に係るプレゼン及び意見交換

調査日程

PM; 団内会議

火12

7
月

J
u
ly
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１－４ 調査結果概要 

NPCS ガザからの要請内容は、ガザ州における HIV 予防対策のための情報・教育・コミュニケ

ーション活動（Information, Education and Communication：IEC）強化に係る技術協力案件であった

が、今次調査にて以下のとおり協力要請の背景及びプロジェクトの実施体制を確認した結果、プ

ロジェクトの枠組みを予防対策に限るのではなく、NPCS ガザの機能全般の強化に広げるべきと

の結論に至った。 

 

（1）NPCS ガザの脆弱な実施体制と能力 

NPCS ガザは委員長（1 名）、事業部門（3 名）と総務部門（8 名）からなる。本案件で直接

的なカウンターパートとなる事業部門には、現状 3 名に加えて 2 名の追加配置が決定し、人

選も終えているものの、モザンビーク総務省からの予算配分の遅れにより、具体的な配置め

どが立っていない。 

右状況の下、NPCS ガザでは委員長及び事業部門スタッフ（3 名）で、以下のとおり（1）

調整、（2）コミュニケーション、（3）M&E 等、に取り組んでいるが、人材、能力の不足に

より、個々の活動を実施・消化するにとどまり、十分な成果を発揮していない状況である。 

・年 3 回の州内関係者会合（コーディネーション会合）の開催 

・年 3 回の技術作業部会（コンドーム/コミュニケーション/M&E）の開催 

・州内関係機関、郡フォーカルポイントのモニタリング活動 

・ニュースレターの発行（年 4 回） 

・関係機関への研修実施に係る調整（例：女性用コンドームの使用方法等）etc. 

したがって、追加スタッフ（2 名）の配置が不確実、かつ NPCS ガザが実施している上記

活動で十分な成果を上げていない状況下、要請されている IEC 強化に係る新たな活動を追加

することはプロジェクトを実施するうえで適当でないと判断し、上記既存の活動の質を向上

させることを基本スコープとし、カウンターパート機関と合意した。 

 

（2）ヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズ対策の地方分権化に係る動向 

モザンビークには、これまで郡レベルには専任のエイズ対策担当者が存在しておらず、郡

政府における郡長、保健担当者、教育担当者等が分野横断的なエイズ対策活動を実施する体

制が採られていた。しかしながら、右体制ではエイズ対策業務が片手間となり十分な機能を

果せないことから、2011 年より順次、各郡に専任のエイズ対策フォーカルポイントを配置す

ることが今般首相により決定された。 

右決定を実現するため、ドイツ国際協力公社（The Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit：GIZ）は、国家エイズ対策委員会〔National AIDS Council（Conselho Nacional 

de Combate ao HIV/SID：CNCS）〕の総務ユニットに対して詳細計画の策定支援を実施してお

り、同計画では 2011 年に 40 名、2012 年に 40 名、2013 年に 40 名、2014 年に 14 名がモザン

ビーク全国 134 郡に専任のフォーカルポイントを配置する予定となっている。 

以上の背景を踏まえ、以下 3 点の理由から、プロジェクト開始までに CNCS が専任フォー

カルポイントを配置することを条件に、ガザ州内の 4 地区（1 市、3 郡）における専任フォー

カルポイント育成をはじめとする地方分権化プロセス支援をプロジェクトのコンポーネント

の 1 つとすることについてカウンターパート機関と合意した。 
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1） 郡レベルの地方分権化計画がスケジュールどおりに進捗する可能性は高くないものの、

同計画期間とプロジェクトの実施想定時期がほぼ重なっていること 

2） 郡レベルへの専任フォーカルポイントの配置により、NPCS が右フォーカルポイントに

対する研修の実施や活動監理という新たな業務を担うこととなること 

3） 本地方分権プロセスの、州・郡レベルでの実施を支援する協力パートナーが存在してお

らず、CNCS、GIZ の双方からの期待が大きいこと 

4） 本プロジェクトでパイロット的に地方分権プロセスの実施支援を行った結果が、

CNCS・他州へフィードバックされ、政策レベルでのインパクトが期待されること（国家

レベル政策策定への貢献可能性） 

 

（3）予防対策分野での多くの活動アクター 

ガザ州は HIV 感染率が全国で も高いこと、また首都マプトからのアクセスが他州に比べ

良いこと等から、米国大統領エイズ救済緊急計画（The President’s Emergency Plan for AIDS 

Relief：PEPFAR）や世界エイズ・結核・マラリア対策基金（Global Fund to Fight to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria：GFATM）を資金源とする多くの国際/国内 NGO が活動を実施中/実

施予定である。これら NGO の活動は、比較的大きな資金規模で展開していることから、自

己完結的な活動枠組みであると同時に、資金申請の段階で一定の活動枠組みが定まっている

ため枠組み変更の柔軟性を有していない。したがって、これら NGO の活動枠組みについて

調整を行うためは、資金源への申請段階において、NPCS が調整機能を発揮する必要がある。 

対処方針時には特定のリスクグループに対する予防キャンペーンの展開支援を想定してい

た。その場合、NPCS ガザは活動主体もしくは資金源の主体とはなれず、調整役としての機

能を果たすことから、インパクトを生むキャンペーンを企画するためには、上述したような

大規模な NGO を活動主体として巻き込むことが肝要である。そのためには、活動枠組みが

策定される、資金源への活動申請段階での調整活動が必要となるが、資金源への活動申請、

資金配分のプロセスは非常に時間がかかるため、3 年間のプロジェクト期間中に資金が配分

されない可能性がある。加えて、モザンビークでは予防対策を主活動に含む GFATM 第 9 ラ

ウンドの資金供与開始のめどが立っていない状況も発生していることから、外部要因が大き

すぎるためプロジェクトの活動として適さないと判断した。 

 

１－５ 署名ミニッツ要約 

NPCS ガザ及び CNCS との協議を通じ、以下の事項につき合意し、8 月 18 日（木）にミニッツ

（英語/ポルトガル語）に JICA 団長、ガザ州知事、CNCS 副事務局長の 3 者で署名を行った。 

 

（1）案件名の変更 

日：ガザ州エイズ対策委員会能力強化プロジェクト 

英：Project for strengthening capacities of NPCS for HIV responses in Gaza province 

 

（2）プロジェクト期間 

2012 年より 3 年間。プロジェクト開始日は専門家のモザンビークへの到着日とする。 
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（3）プロジェクト実施監理体制 

1） CNCS の支援を受け、ガザ州政府が本プロジェクトの責任主体として、必要な支援及び

助言を行い、プロジェクトの実施責任は NPCS ガザが担う。 

2） CNCS は以下の分担に基づき、プロジェクト活動の調整と統合機能を担う。 

① 総務ユニット：調整、地方分権に係るプロジェクト活動 

② 計画調整ユニット：M&E に係るプロジェクト活動 

③ コミュニケーションユニット：コミュニケーションに係るプロジェクト活動 

 

（4）Joint Coordination Committee（JCC） 

関係組織間の調整を促進し、年度計画の策定・見直し、プロジェクト評価の承認組織とし

て、JCC を設立し、少なくとも年 1 回開催することとする。JCC のメンバーは R/D 署名時に

合意する。 

 

（5）郡フォーカルポイント（専任）の配置 

CNCS はプロジェクト開始までに、地方分権に係る活動のパイロット地区として選定した

シャイシャイ市、シャイシャイ郡、ビレネ郡、ショクエ郡に専任のフォーカルポイントを配

置する。 

 

（6）投 入 

1） 日本側 

・ 長期専門家 2 名（リーダー、業務調整員） 

・ プロジェクト車両 1 台 

・ 郡フォーカルポイント用モーターバイク（パイロット地区のみ） 

上記以外の投入はプロジェクト実施中にカウンターパート機関との協議を通じ決定す

る。 

2） モザンビーク側 

・ カウンターパート人材 

・ 専門家のための執務室及び事務家具 

・ プロジェクト実施に必要な情報 

 

１－６ プロジェクト枠組み 

上位目標（達成年 2020 年） 

 ガザ州の HIV 新規感染者の数（incidence）が減少する。 

プロジェクト目標（達成年 2015 年） 

 ガザ州における HIV/エイズ対策のための NPCS の能力が強化される。 

成 果 

1 ガザ州の HIV 関連サービスに係る NPCS の調整能力が強化される。 

2 HIV/エイズ対策の地方分権化に係る国家計画が効果的に施行されるために、当プロジェ

クトのパイロット事業を通じて改善される。 
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3 地域のニーズに合ったエイズ予防に関する IEC 用教材が作成される。 

活 動 

1-1 HIV/エイズ対策実施機関のマッピング手順を定める。 

1-2 州内で活動する HIV/エイズ対策実施機関を特定する。 

1-3 年に 1 回、実施機関の情報を収集、更新する〔年間活動計画（Annual Operational Plan：

POA）、コミュニケーションツール、IEC 用教材など〕。 

1-4 前項の情報を CNCS 本部と共有する。 

1-5 M&E データを実施機関から収集する。 

1-6 NPCS ガザのコーディネーション会議1で、実施機関間の対話を促進し、情報と教訓・提

言を共有する。 

1-7 3 カ月に 1 回発行される州のニュースレター（TIWONELI）の質を改善する。 

2-1 郡レベルの HIV/エイズ対策体制を整備するため、地方分権化に係る国家計画を理解し、

関係者に説明する。 

2-2 郡の HIV フォーカルポイントに対する能力強化計画を策定する（HIV フォーカルポイン

トは、CNCS により配置される）。 

2-3 郡の HIV フォーカルポイントに対する研修を実施する。 

2-4 パイロット郡に対する監理・モニタリングを実施する。 

2-5 CNCS に対して、HIV/エイズ対策の地方分権のパイロット事業に関する報告書を作成す

る。 

2-6 パイロット事業の教訓・提言を地方分権化に係る国家計画に反映する。 

3-1 州内の既存のエイズ予防に関する IEC 用教材の一覧表を作成する。 

3-2 IEC 用教材の新規作成、現地語への翻訳の必要性を検討する。 

3-3 前項（活動 3-2）の結果を基に、IEC 用教材の新規開発、現地語への翻訳を支援する。 

3-4 IEC 用教材の普及を支援し、実施機関に研修を行う。 

 

 

 

 

                                                        
1 コーディネーション会議は、年 3 回（1、6、12 月）実施。NPCS、州の関連行政機関、郡の関係者、HIV/エイズ対策実施機
関〔NGO やコミュニティ組織（Community Based Organizations：CBO）等〕が参加し、州内の HIV/エイズ対策に関する情報
交換や活動の進捗確認などを行う。 
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第２章 モザンビークのヒト免疫不全ウイルス（HIV）/ 
エイズの現状と課題 

 

２－１ モザンビークにおけるヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズの現状と政府の対応 

（1）ヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズ統計 

モザンビークでは、人口約 2,200 万人（Population Reference Bureau、2008 年）のうち、HIV

感染者数は 140 万人、年間新規 HIV 感染者数は 11 万人、年間エイズ起因死亡者数は 7 万 4,000

人と推定されている〔国連エイズ合同計画（Joint United Nations Programme on HIV/AIDS：

UNAIDS）Global Report 2010 年〕。HIV 成人感染率は 11.5％（INSIDA、2009 年）で、サブサ

ハラアフリカ地域の HIV 感染率 5.0％（UNAIDS、2009 年）と比較してもかなり高い値であ

ることが分かる。 

モザンビークでは、2009 年に INSIDA（2009 年）が実施され、国内の HIV/エイズの感染状

況、行動リスクに関するデータが発表された。右データによると、女性の成人感染率が 13.1％、

男性が 9.2％となっており、国内の南部地域は感染率が高く、北部地域は感染率が低い傾向

にある。 

 

（2）ヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズ対策に関する国家政策 

モザンビークの HIV/エイズ対策は、「HIV/エイズ対策国家戦略 2010～2014 年〔The National 

Strategic Plan on HIV（Plano EstrategicoNacional de Respostaao HIV e SIDA）：PEN III〕」と「SAPHI

（2010～2014 年）」に沿った活動を行っている。 

PEN III は、HIV/エイズの非常事態と長期的な課題への対応を行うために、①リスクと脆弱

性の低減、②予防、③ケアと治療、④インパクトの軽減を 4 大戦略として定めている。政府

は、この 4 大戦略を達成するための 6 つの課題を定めている（各課題は表 2-1 のとおり）。PEN 

III では、予防対策の対象者としてリスクターゲットグループを定めている（詳細は、「2-3 ガ

ザ州のヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズの現状と」の項を参照）。 

 

表２－１ PEN III の構造 

4 大戦略（各戦略の目標は、第 3 章を参照） 

① リスクと脆弱性の低減 

② 予防 

③ ケアと治療 

④ インパクトの軽減 

a） 分野横断的な調整 

Three Ones（ひとつの調整機関、ひとつの国家戦略、ひとつの M&E 枠組み）原則に基

づいた調整 

b） M&E 

PEN III に沿った M&E の徹底 

c） オペレーショナルリサーチ 

エビデンスに基づく計画・管理、意思決定のためのオペレーショナルリサーチの活用 
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d） コミュニケーション 

モザンビークの文化や伝統に合わせたコミュニケーションの優先 

e） 財源の確保 

f） システムの強化 

 

SAPHI（2010～2014 年）では、HIV 新規感染を減らす優先分野として、①カウンセリング

と検査、②コンドームの配布、③リスクターゲットグループの特定、④性感染症（Sexually 

Transmitted Infections：STI）の予防と治療、⑤男性の割礼、⑥母子感染予防、⑦治療へのア

クセス、⑧差別防止、を特定し、より効果的な対応のために、個人レベルと組織レベルの能

力強化の必要性を述べている。 

保健医療分野全体の政策としては、保健省のセクター計画（PESS、2007～2012 年）があ

り、保健省としての対策は本計画に沿って実施されている。 

 

（3）ヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズ対策の実施体制 

成人感染率が 11.5％と HIV 感染率の高いモザンビークでは、HIV/エイズ対策は必ずしも保

健医療分野での介入に限定されず、予防・治療・ケア・インパクト軽減等のさまざまな支援

がマルチセクトラルに実施されている。保健省が実施する HIV/エイズ対策は、主に全国の病

院・ヘルスセンター等保健施設における「保健医療的介入」であり、現在では検査や抗レト

ロウイルス療法（Anti-Retroviral Therapy：ART）、結核を含む日和見感染症等の治療に加え、

母子感染予防などの医療面からの予防などに特化したサービス提供を実施している。同時に

人々やコミュニティに対する予防啓発やコンドーム配布、スティグマ（偏見）軽減のための

アドボカシー、エイズ遺児に対する社会経済的支援など、マルチセクトラルなエイズ対策の

実施は、2000 年に設立された CNCS を中心にさまざまなセクター及びアクターによる介入が

実施されている。このようなマルチセクトラルなエイズ対策の実施においては、保健省、教

育省、女性・社会福祉省、スポーツ・青少年省、労働省等の関係機関との協力のうえ、CNCS

が各機関の対策実施内容を調整しながら、PEN III に沿った介入が包括的に行われることが望

ましいが、現状では CNCS による調整がうまく機能しているとは言い難い。なお、PEN III

については毎週 1 回、保健医療分野の担当機関である保健省や CNCS に加え、教育省、スポ

ーツ・青少年省、女性・社会福祉省等との関係者会議が開かれており、各機関での活動進捗

が報告･共有されている。 

 

表２－２ 保健省 HIV/エイズ課の業務 

保健省 HIV/エイズ課（2011 年 7 月時点、14 人の職員が在籍） 

・業務は、①治療、②M&E、③在宅ケア、④栄養、⑤カウンセリング・検査、⑥STI、に

大別される。具体的な活動は以下のとおり。 

―保健省管轄下の病院での輸血や医療機材等による感染の防止 

―母子感染の予防 

―HIV 陽性者からの感染拡大の防止 

―若者を対象としたコミュニティでのコミュニケーション活動（保健所でのエイズ予防セ
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ミナーの実施、コミュニティリーダー等に対する行動変容の働きかけ） 

―コミュニティでのコンドーム配布の強化 

―農村地域への ART の拡大 

―投薬治療中の患者に対する食料品の配布提供（6 カ月） 

情報：聞き取りによる。 

 

1） HIV 感染予防に係るコミュニケーション分野 

HIV 感染予防対策分野では、予防メッセージの配布（IEC 用教材やメディアを活用）や

行動変容コミュニケーション（BCC）の実施には、NGO や CBO が活躍しているが、その

メッセージの内容や配布手法については特に調整が行われておらず、ばらばらに実施され

ているのが現状である。これらのコミュニケーションにおける質の向上を目的に、国家コ

ミュニケーション戦略（National Communication Strategy）が現在 CNCS のコミュニケーシ

ョン作業部会〔リード機関は国連児童基金（United Nations Children’s Fund：UNICEF）〕を

中心に策定中であり、2011 年内の完成が見込まれている。また各種予防対策と医療保健面

でのサービスとの間における連携や情報共有（予防キャンペーンに移動または戸別訪問形

式での HIV 抗体検査を含め、発見された感染者を保健施設へリファーするなど）が不可欠

であるが、現状ではあまり情報共有が有効になされておらず、その調整に CNCS や NPCS

が関与することが望まれる。 

2） ハイリスク人口集団（MARPs）対策 

ハイリスク人口集団（Most at Risk Population Groups：MARPs）は、2009 年の Triangulation 

Report や INSIDA（2009 年）で確認され、SAPHI にて公式に感染リスクが高い人口集団と

して、女性、若者/子ども、軍人・警察官、医療従事者、教員、収監者、スポーツ選手、坑

夫、セックスワーカーのグループが指定された。また 2010 年に策定された PEN III ではこ

れらのグループに加え、長距離運転手、移民、坑夫の家族等もモザンビーク特有の脆弱な

集団として認識されている。これらの MARPs に対する予防対策は包括的に実施されてい

るものの、幅広い対象者に届くサービス・予防教育を行うことは非常に困難であり、明確

な成果が発現するにはまだ至っていないと CNCS や主要ドナーから認識されている。なお

CNCS に設置されている National Reference Group for Prevention には MARPs 対策のための

サブグループも形成され、効果的な介入実施を促進している。 

ガザ州では南アフリカ等へ出稼ぎに行く坑夫を対象にエイズ対策を実施している TEBA

や国連機関によると、モザンビーク内では特定の MARPs に対するコミュニケーション戦

略やマニュアル・IEC 用教材等が特に存在するわけではなく、それぞれの実施機関が各タ

ーゲットグループに対して対策パッケージを開発・使用している。MARPs に対する予防サ

ービス拡大には GFATM 第 9 ラウンドでも NGO・保健省の双方が資金確保しており、保健

医療面、予防対策実施のほかに、コンドームをはじめとした配布用物品の調達や若者に利

用しやすい保健サービス（Youth Friendly Health Services）の拡大などにも活用される。 

上記の MARPs 各グループに対する予防介入には、国連機関や一部二国間機関の専門性

に応じた技術的・資金的支援2がなされている。 

                                                        
2 PEN III pp.56~及び GFATM 第 9 ラウンドプロポーザルの情報等による。 
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表２－３ MARPs に対するドナーによる支援状況 

女性  ほぼすべてのエイズセクター支援ドナーが実施

UN Women（旧 UNIFEM）

/UNDP 

ジェンダーと HIV に関しての研修・アドボカシ

ーを実施、PEN III へのジェンダー主流化支援 

若者・青少年 UNICEF（主に子ども） 学校におけるライフスキル教育（カリキュラム

内、Basic Package は小学校から実施） 

Child protection の枠組みによるコミュニティ啓

発 

国連人口基金（UNFPA）（主

に思春期～） 

学校内外における仲間教育 

Youth Friendly Health Services の提供 

医療従事者 WHO、CDC、米国国際開発

庁（USAID） 

暴露後予防薬（PEP）の常備を含むユニバーサ

ル・プレコーションの促進 

軍人・警察官 USAID（Population Services 

International：PSI を通じて）

行動変容、コンドーム配布、政府軍の保健施設

における ART サービス提供。2007 年から新規

入隊者を対象に感染調査（サーベイランス）を

実施。 

収監者 UNODC 法務省とともに Prison Health に関する能力強化

（2009 年～） 

UNFPA 刑務所における STI 治療及び HIV 予防教育 

Men have Sex 

with Men

（MSM） 

UNFPA マプト市内で 2009 年に現状分析の調査を実施 

USAID（Global Health 

Communication 経由） 

ウェブサイトやパンフレット等を含む BCC 用

教材作成 

2009 年以降、現状分析の質的調査を実施 

坑夫 

（＋家族） 

USAID 、 国 際 移 住 機 関

（ International Organization 

for Migration：IOM）等 

南アフリカ等近隣諸国に出稼ぎする坑夫とその

家族向けの BCC、栄養、在宅ケア、OVC 対策

等を実施予定 

セックスワー

カー（＋クライ

アント） 

UNFPA、USAID ほか HIV 予防教育（コンドーム使用ネゴシエーショ

ン中心）、BCC、女性用コンドーム配布、STI 検

査・治療、HIV 検査・家族計画等サービス提供、

収入向上活動等 

長距離運転手 USAID、UNFPA 等 BCC、コンドーム配布、STI 治療・HIV 検査、

仲間教育の実施等。ベイラ回廊、ペンバ～リシ

ンガ道路等の主要回廊沿いでの対策強化 

 

3） エイズ対策のガバナンス及び地方分権化 

PEN III では、国内で実施されるさまざまなエイズ対策を効果的かつ円滑に実施するため

の「サポートコンポーネント」としてコーディネーションや M&E、資金動員などの役割

を重視している。これらの HIV/エイズ対策におけるガバナンス関連分野では CNCS に求め

られる役割は大きいが、同分野へ向けられている支援は限られている。また PEN III では
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エイズ対策の地方分権化として、NPCS に州・郡・コミュニティレベルで行われる HIV/エ

イズ対策の取りまとめや実施管理を行う役割を課しているが、この地方分権化/NPCS 強化

のための技術支援・資金支援も限られているのが現状である。特に国・州・郡の各レベル

におけるコーディネーションはそれぞれ独立した形で行われており、調整も効果的に行わ

れているとは言い難い。このため、ガバナンスや地方分権支援については、それぞれのレ

ベルでの支援とともに、より包括的かつマルチレベルな支援が必要と考えられる。 

 

（4）他ドナーの支援状況 

モザンビークでは 2008 年に 2004～2006 年分の National AIDS Spending Assessment（NASA）

が実施された。そのデータを基にした推計では、2007～2008 年にエイズ対策に使われた資金

総額の年平均は 2 億 5,100 万 US ドルで、2004 年に比較すると対策費用は約 3 倍に増加して

いる。NASA によると資金の 82％は援助による外部資金、16％はモザンビーク政府による自

己費用、2％が民間支出である。GFATM 第 9 ラウンドの申請に際し、HIV 対策資金ギャップ

として計算された根拠は表 2-4 のとおりとなっている。 

 

表２－４ HIV 対策資金ギャップの分析根拠値 

年 2008 実績 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HIV 対策資

金必要額 

183,276,927 169,731,692 180,236,990 196,970,827 214,482,042 230,869,736 250,885,563

国 内 資 金

（政府） 

14,617,200 18,343,083 19,567,157 21,286,513 21,431,403 21,583,538 21,743,279

外 部 資 金

（SWAp） 

27,995,853 32,026,924 27,283,382 29,409,185 29,409,185 29,409,185 29,409,185

外 部 資 金

（プロジェ

クト形式） 

49,872,000 62,340,000 62,340,000 62,340,000 62,340,000 62,340,000 62,340,000

GFATM（確

保済み） 

26,548,648 30,728,522 31,044,507 4,179,874  

GFATM

（Rd.9 承認

済み、詳細

協議中） 

 17,148,728 52,229,251 61,873,363 35,692,619 8,866,048

資金ギャッ

プ（2009 年

8 月現在） 

 22,844,216 27,526,004 39,428,091 81,844,395 128,527,051

（GFATM Rd9 HIV プロポーザル、pp.109/123 より） 

 

1） コモンファンド・ドナー 

CNCS が管理運営するコモンファンド（Fundo Comum）には、カナダ、アイルランド、
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英国、デンマークの 4 ドナーが資金供与しており、2011 年度には 300 万 US ドル程度の資

金が集められている。これにモザンビーク政府の独自資金である 170 万 US ドルを加えて

CNCS 及び NPCS の人件費や事業運営費が支出されている。中央レベルで行われる関係者

会議である Partners’ Forum や技術作業部会の開催・運営に係る費用等もコモンファンドか

ら出されており、コーディネーションを強化するうえでの枠組みを支えている。NPCS に

対する運営交付金も同コモンファンドから支出されることが計画されているが、州・郡レ

ベルでのさまざまな活動を実施するための費用はほとんど支出されていない。 

2） 世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM） 

GFATM（第 6 ラウンド）からの支援は国内エイズ対策資金の 30％近くを占めており、

PEPFAR 資金に次ぐ重要な資金源となっている。2002 年から現在までに実施された GFATM

案件（2002～2010 年までの HIV 分野における総供与額は約 1 億 5,000 万 US ドル）では保

健省が資金受入機関（Principle Recipient：PR）になっていたが、保健省のマネジメントに

問題があり、2008 年から条件付き資金供与3が行われている。また、マネジメント問題の

解決が、既に採択されている第 8・9 ラウンドの開始条件となっているため、採択後 1 年

以上が過ぎているがいまだに右ラウンド事業の開始に至っておらず、国内エイズ対策の拡

大阻害要因になっている。 

一方、2008、2009 年にそれぞれ採択された HIV 第 8・9 ラウンド案件では、モザンビー

ク内 NGO である Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade（FDC）が、コミュニティ

レベルで活動する NGO や CBO への資金供与を取りまとめる役割で PR に選ばれ、GFATM

事務局の承認も受けた。第 9 ラウンドの案件では、マスメディアやさまざまなコミュニケ

ーション手法を用いた予防のコンポーネントが実施される。FDC は 2011 年 2 月に第 9 ラ

ウンドの契約手続きを終了しているが、まだ GFATM 側からの入金がなされておらず（2011

年 8 月時点）、資金が FDC の口座に届きしだい、中央及び地方でのコミュニケーション関

連対策を開始するとのことである。FDC が管理する同資金を用いて、ガザ州では ADPP や

EcoSIDA（Association of Businesses against AIDS：職場におけるエイズ対策を推進する企業

協会）等が実施機関（Sub Recipient：SR）として職場での予防教育やコミュニティレベル

での訪問検査や行動変容コミュニケーションを行う予定である。ADPP の活動では州内 4

郡で 80 万人の人々に対する予防教育を実施する予定である。また、保健省が PR となる

GFATM 支援事業では、今後も州・郡保健局が GFATM 資金を用いて、検査や ART を含む

治療など保健医療面での HIV/エイズ対策が実施される。 

なお、GFATM の国別調整メカニズム（Country Coordination Mechanism：CCM）には

UNAIDS と米国政府（CDC 代表）、保健セクターの援助機関会合である Health Partners 

Meeting を代表してオランダ政府が参加している。 

3） 米国大統領エイズ救済緊急計画（PEPFAR） 

モザンビークは、 重点国 15 カ国のうちの 1 つに指定されており、2004～2009 年の 5

年間で HIV/エイズ対策に 8 億 3,560 万 US ドルが拠出された（PEPFAR ウェブサイトより）。

特に、①新規感染予防、②分野横断的な HIV/エイズ対策実施能力強化、③保健システム強

                                                        
3 ART を含む薬剤や検査試薬・物品の調達が GFATM 事務局の直接調達でなされ、PR である保健省が現物支給を受けている状
態。また保健省内に GFATM 資金の管理を包括的に行う GF ユニットを設置し、資金管理、M&E や調達システムの強化を行
っている。 
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化全般、④治療拡大、⑤HIV によるインパクトの軽減、の 5 分野に対する支援を行ってい

る。また、主要幹道路/南北回廊沿いの交通セクターへの協力に注力4している。近年の年

間支援総額は、2 億～2 億 4,000 万 US ドルで推移している。 

なお、米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）は

HIV 予防教育・メッセージ配布で中心的な存在である米国ジョンズホプキンス大学系の

NGO（Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics：Jhpiego）

を事業パートナーとし、ラジオや対面による予防メッセージ配布を行っており、ガザ州に

もコミュニケーション担当者が常駐し、NPCS のコミュニケーション担当官に対する研修

（内容詳細は PACTO に要確認）を定期的に実施している。また、USAID が事業委託をし、

ソーシャルマーケティングの専門 NPO である PSI が VCT 利用促進のための BCC 活動及び

サービス提供を拡大中である。 

4） ドイツ国際協力公社（GIZ） 

GIZ は世界銀行の Multi-Country AIDS Program5（MAP プログラム）の支援終了と前後し

て 2008 年より、CNCS 及び NPCS の組織機能強化に力を入れた能力強化プログラム

（Multisectoral HIV Programme）を実施しており、日常的なマネジメント能力強化からコー

ディネーション、コミュニケーション分野での技術支援とパイロット的な活動実施支援を

行っている。同プロジェクトでは CNCS に 4 名の外国人アドバイザーを常駐させ、コーデ

ィネーションと組織機能強化にはそれぞれ専任のアドバイザーを配置（残る 2 人はそれぞ

れコミュニケーションとチームリーダー）している。 

GIZ による NPCS への支援は CNCS を通じて行われており、現在は EU 及び DANIDA か

らの追加資金も活用して、ガザ州を含む 6 州で組織機能強化に取り組んでいる。この支援

枠組みにより、GIZ と CNCS が行った研修を受けた対象 6 州の NPCS が、それぞれ組織強

化計画（Institutional Development Plan）6を策定しており、その計画の実施に対し各 NPCS に

年間 5 万ユーロ程度の資金が供与され、コミュニケーション分野での対策や“20 core 

business”（詳細内容未確認）と呼ばれる NPCS の主業務の実施を支援している。 

5） 国連エイズ合同計画（UNAIDS） 

UNAIDS は、主に M&E 分野での能力強化と、CNCS による市民社会・ドナーとのコー

ディネーション強化の 2 点を支援。M&E については、SIRNM と呼ばれる HIV/エイズ対策

の包括的 M&E 情報システム（National Integrated Information System）を用いて、郡・コミ

ュニティレベルで実施されている HIV 関連サービスの提供実績データを収集する M&E 枠

組みの強化を推進中。現時点では郡レベルで限定的に集められた M&E データを州レベル

（NPCS）で取りまとめたうえで国レベル（CNCS）に報告する仕組みになっており、州・

郡の関係者に M&E 研修を行っている。また UNAIDS が世界的に実施している各種調査の

手法・ツール（エイズ対策費用の詳細調査である NASA、Know Your Epidemic Survey 等）

を活用し、モザンビーク内の HIV/エイズ現状分析・概況把握のための調査を数多く手掛け

ており、CNCS がこれら調査のカウンターパートとなっている。 

                                                        
4 主要幹線道路/回廊沿いは、長距離トラック運転手や性産業従事者等の HIV ハイリスクグループが集まる傾向が高いため、交
通セクターへの介入は、HIV/エイズ対策の重要な手段のひとつと考えられる。 

5 詳細は世界銀行 HP http：//go.worldbank.org/D11JW47F60 参照。 
6 同計画は GIZ/CNCS の支援枠組みのなかで作成されており、国家予算の交付のために計画省に提出する NPCS の実施計画
（Operational Plan）とは異なるもの。 
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コーディネーション能力強化については、CNCS とパートナーとの情報共有・コーディ

ネーション会議である Partners' Forum の開催支援、Pre-Partners' Forum と称するドナーのみ

召集の調整会議を主催している。 

6） その他のドナーによる支援状況 

その他のドナーによる支援状況は表 2-5 のとおり。 

 

表２－５ その他のドナーによる支援状況 

組織名 支援内容 

OIM ・ サービス提供と能力強化、ケアと治療、アドボカシー、地域に特化した研究

の実施、といった HIV 予防に関する事業 

・ 坑夫を対象としたコミュニケーション戦略を現在策定中、2011 年中の完成を

予定 

・ USAID（PEPFAR）と TEBA と共同で、ガザ、イニャンバネ、マプト州の抗

夫とその家族を対象としたプロジェクト（栄養、OVC、行動変容に関する内

容）を 2011 年度中に開始予定。関連資料は以下から入手可能 

http：//iom.org.za/web/index.php?option=com_docman&Itemid=11&lang=en 

UNDP ・ 地方分権やガバナンス支援を通じた HIV/エイズに対する支援（ただし、過去

の財政支援で CNCS とは軋轢があり、現在は CNCS との関与は極力排除し、

州政府を通じて NPCS と活動 

国連人口基

金（United 

Nations 

Population 

Fund：

UNFPA） 

・ 若者（15～24 歳）向けの HIV 予防プログラム（学校内外の若者を対象とし

た仲間教育、若者による保健や社会サービスへのアクセス促進、若者が利用

しやすいリプロダクティブヘルスサービスの拡大支援）の実施 

・ 女性用コンドームの普及促進（調達及び研修実施） 

・ 国内のコンドーム調達のための資金の 90％を支援 

・ HIV 予防のためのジェンダーベースの介入とライフスキルに関する介入 

UNICEF ・ CNCS のコミュニケーション作業部会のリード機関（国家コミュニケーショ

ン戦略の策定支援） 

・ HIV 予防のための BCC 事業（州、郡レベルの活動は UNICEF が契約する NGO

等による） 

－ 15 歳以下の少年少女を対象とする、基礎教育カリキュラムの一部として

のライフスキル教育による学校内での予防教育の実施 

－ HIV 予防を含む子どもの保護を包括的に啓発する活動（子ども・若者の

感染要因の 1 つでもある「子どもに対する暴力」を撲滅するためのキャ

ンペーンの実施。ガザ州でもチブト郡を Child Friendly District として教

育省等とともに集中的なアドボカシーキャンペーンを行っており、ガザ

州 ICS のモバイル IEC ユニットを活用した啓発活動等を実施中） 

USAID ・ 国家コミュニケーション戦略の策定に対する技術支援（UNICEF と GIZ と共

同） 

・ 保健省 GF ユニット室へのアドバイザー派遣 
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・ 性的パートナー数の減少7を目的とした BCC、高リスク集団である MARPs に

対するコンドームの集中的マーケティング、カウンセリング及び検査の拡

大、男性割礼の促進、職場におけるエイズ教育等の支援 

世界銀行 ・ 2003～2009 年まで、MAP 支援を実施（5,500 万 US ドルの支援） 

・ WFP と保健省が実施する、フードバスケット戦略のパイロット事業へ、

1,100US ドルの支援 

WFP ・ フードバスケット戦略（BMI や経済状態が低い ART 患者へ食料を配布する）

のパイロット事業を実施する保健省を支援 

WHO ・ GF のプロポーザル作成のための技術支援 

・ 国家戦略の実施と M&E のための技術支援 

・ TB と HIV の国家計画の共同活動の強化 

・ HIV に関する実験室の能力強化のための技術支援 

・ コミュニティベースの HIV/エイズ対策の計画・実施のため、パートナーと市

民社会の協働参加の促進 

 

２－２ 国家エイズ対策委員会（CNCS）と州エイズ対策委員会（NPCS）の活動と実施体制 

（1）国家エイズ対策委員会（CNCS） 

CNCS の設立はモザンビーク国内における Three Ones 原則（2001 年に UNAIDS が提唱し世

界的に実現された、各国が“One National Plan, One National Coordination Body, One National 

M&E Framework”の 3 つの One を設け、国内エイズ対策の効率的・効果的実施を促進する原

則）が定める、首相直轄の国内エイズ対策調整機関である。2003～2009 年まで実施された世

界銀行の Multi-country AIDS Program（MAP）支援により CNCS の設立初期における能力強化

が行われ、CNCS では国家エイズ戦略や M&E 枠組みを定めたり、保健医療セクター以外で

のエイズ対策の実施を促進したり、また CNCS の州レベル部局として NPCS の設立を行った

りした。また上記の世界銀行 MAP プロジェクトではマルチセクトラルなエイズ対策の実施

促進のために、CNCS 内に NGO/CBO/教会組織（Faith Based Organization：FBO）等向けのバ

スケットファンドを置き、CNCS に国内のコミュニティ組織向けの小規模資金供与機能をも

たせていたが、その運営に多大な手間が発生し CNCS では対処しきれなくなったとして、2007

年に資金供与役割を失うこととなった。8 このあと、2008 年には CNCS の役割は①国家エイ

ズ対策戦略をはじめとする政策立案やガイドライン等の発行、②さまざまなアクターが HIV/

エイズ関連の対策を効果的に行うためのコーディネーション、③国内エイズ対策事業全般に

ついての M&E、の 3 点を主業務と定めている。具体的な目標は以下のとおり。 

 

 

 

 

                                                        
7 HIV 感染拡大の重要要因のひとつである「複数かつ同時並行な性的パートナーシップ（Multiple and concurrent sexual 

partnership）」の削減努力も含む。 
8 この資金供与役割については、世界銀行とモザンビーク政府の合意の下、マネジメントの手間が大きい小規模支援を廃止し、
当時の残金約 700 万 US ドルをエイズ対策関連の消耗品や物資（検査キット、コンドーム等）調達に向けることとし、UNDP
にマネジメントを委託した。 
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1．予防：2015 年までに 1 日の感染者数を 500 人から 150 人へ減らす。 

2．アドボカシー：HIV/エイズ対策に対するアドボカシーを推進する。 

3．差別と偏見：HIV/エイズに対する差別と偏見を減らす。 

4．治療：HIV 感染者に対し、生活の質を向上し治療を延長する。 

5．緩和：HIV/エイズによる影響を、個人レベル、家族レベル、地域レベル、世界レベルで

減らす。 

6．調査：よりよい HIV/エイズ対策を実施するために科学的知識を増やす。 

7．調整分野と国家対応：計画能力の強化、意思決定と資源管理の地方分権化を促進する。 

 

 

CNCS は首都マプトに事務所があり、56 人の職員が在籍する。首相が委員長に就任し、副

委員長には保健大臣が就任している。実務レベルでは、長官（Executive secretary）と補佐官

（Deputy）が 1 人ずつ配置されている。財務（職員 10 人、うち技術系職員 8 人）、管理（職

員 19 人、うち技術系職員 7 人）、コミュニケーション（職員 3 人）M&E の 4 部門から構成

されている。後述のとおり、管理部門とコミュニケーション部門には GIZ の専門家が入り、

業務の技術支援を行っている。CNCS の理事会は、保健省、教育省、女性・社会福祉省、ス

ポーツ・青少年省、外務省、財務省、開発計画省の 7 省と市民団体の代表、個人（神父、ジ

ャーナリスト、国会議員の代表）で構成される。以下、各部門の業務内容を記すが、M&E

部門については今次調査中に面会できなかったため省略する。 

1） コミュニケーション部門の機能 

州ごとに、分野、対象別の関連組織の数を集計したほか、各組織の活動別に予算や活動

内容をまとめ、全国のコミュニケーション分野のマッピングを行い、コミュニケーション

に関するオペレーショナルガイドラインを策定したほか、NPCS や関連組織がコミュニケ

ーション活動を行う際の参考となるコミュニケーションマニュアル〔Orientation of Good 

communication（仮称）〕の策定に係る業務を行っている。GIZ の専門家が常駐し、一連の

業務遂行支援を行っている。 

2） 管理部門の機能 

組織、人材の能力強化の業務のほか、機材の調達業務も担当する。コミュニケーション

部門同様、GIZ の専門家が入り活動を行っており、前述したように HIV/エイズ対策の地方

分権化を進めている。具体的には、2011 年に 40 郡、2012 年に 40 郡、2013 年に 40 郡、2014

年に 14 郡の HIV フォーカルポイントを採用、配置し、2014 年までに全 134 郡をカバーす

る計画である。 

3） 予 算 

CNCS の予算は、コモンファンドと政府予算から構成される。2010 年は 2009 年に比べ、

予算額が大幅に減少しており、2011 年は更に減少して 300 万 US ドル程度になる見込みと

のこと。なお、前述のとおり、2003～2009 年まで実施された世界銀行の MAP プログラム

により CNCS 内に設置された NGO/CBO/FBO 等向けのバスケットファンドは、その運営に

多大な手間が発生し CNCS では対処しきれなくなったとして、2007 年に資金供与役割を失

っている。 
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なお、2010 年まではコモンファンドで CNCS と NPCS の人件費の補填を行ってきたが、

2011 年度からこのシステムを廃止し、政府予算での人件費をカバーするようになってい

る。CNCS の財務担当者によると、CNCS の予算は各国の資金投入による部分が大きいが、

国により投入時期が異なる。そのため予算管理が難しく、NPCS への予算配分の金額、時

期も、確定しにくいとのこと。 

 

表２－６ CNCS 予算 2009 年と 2010 年 

 カナダ スウェ

ーデン 

英国 アイル

ランド 

ドイツ デンマ

ーク 

DCI 世界 

銀行 

GFATM 前年度繰

越 

合計 

2009

年度 

1260,210 600,200 550,000 0 0 669,230 1,148,130 4,200,000 2,500,000 2,500,000 13,427,770

2010

年度 

1,481,070 0 518,292 973,775 417,755 672,798 0 0 0 0 4,063,690

出典：CNCS 財務部門の報告書。*単位：US ドル 

 

（2）州エイズ対策委員会（NPCS） 

CNCS の下部機関として、2000 年に設立された。CNCS の掲げる目標を州レベルで実現す

るため、分野横断的な HIV/エイズ対策の調整、コミュニケーション、M&E を行うために組

織された委員会で、各州知事が委員長に就任している。NPCS の役割については、2007 年に

行われた前述世界銀行 MAP の中間評価により、“The role of provincial offices of CNCS is to 

coordinate, promote and oversee the implementation of HIV/AIDS interventions by different actors

（public, private and civil society）”と整理されているが、CNCS によると、これまでに明確な

NPCS の業務内容（TOR）は作成されていないとのこと。具体的な活動としては、①関係者

との調整（特に、分野横断的な調整）、②コミュニケーション、③計画、④M&E、⑤研修、

を行っている。 

1） 組織と実施体制 

各州に 1 つずつ NPCS があり、全国で 11〔10 州と 1 市（マプト市）〕の NPCS がある。 

組織体制は CNCS に準じているが、実際は、部門ごとに専任の職員が配置されているの

ではなく、1 人の職員が 2 部門を兼任するなど、限られた人員で業務を分担している状況

にあることが推察される。 

2） 予 算 

NPCS は、毎年 CNCS から予算を配分される。予算策定のプロセスは、NPCS から地域

（北部、中部、南部）、地域レベルから CNCS へ次年度の予算案を上げる。CNCS はこれら

の予算案を取りまとめ、毎年 6～7 月頃に内閣へ提出し、12 月に次年度の予算配分が決定

する。予算は、NPSC が CNCS に対して提出する四半期報告書で歳入出の報告をするほか、

CNCS が年 2 回、NPCS へ財政関係のモニタリングを行っている。 

2009、2010 年度の各 NPCS の予算額は、表 2-7 のとおり。2009 年度と 2010 年度を比較

すると、すべての州で予算額が減少している。これは、CNCS の予算規模の減少（ドナー

による CNCS への支援金額の減少）が原因と考えられる。またガザ州は、全国で一番高い

感染率だが、他州に比べ、特に予算が優遇されているわけではない。 
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基本的には、CNCS から 3 カ月に 1 回、送金が行われるが、必ずしも定期的に NPCS へ

予算配分がなされているわけではない。ガザ州の NPCS 財務担当者の話によると、送金時

期や送金額が事前に知らされるわけではないので、活動計画が立てづらく、毎回、CNCS

から配置された金額を基に、実施可能な活動を行っているとのこと。 

 

表２－７ 各州の NPCS 予算（2009 年度と 2010 年度） 

 2009 年度（a） 2010 年度（b） 減少額（a）-（b） 減少率（％）*

カーボ・デルガド州 4,214,850.50 2,630,372.00 1,584,478.50 62.4 

ニャサ州 4,587,149.50 2,665,133.83 1,922,015.67 58.1 

ナンプラ州 3,693,986.00 2,828,297.60 865,688.40 76.6 

ザンベジア州 5,164,254.00 3,176,553.95 1,987,700.05 61.5 

テテ州 4,238,995.75 2,845,369.50 1,393,626.25 67.1 

ソファラ州 3,374,643.75 2,824,020.00 550,623.75 83.7 

マニカ州 4,894,901.25 2,633,376.00 2,261,525.25 53.8 

イニャンバネ州 3,883,245.25 2,889,711.02 993,534.23 74.4 

ガザ州 3,932,239.50 2,298,256.509 1,633,983.00 58.4 

マプト州 5,431,508.90 3,171,063.59 2,260,445.31 58.4 

マプト市 3,903,940.25 3,262,976.50 640,963.75 83.6 

単位：メティカル、1 メティカル＝2.851 円（2011 年 7 月 JICA 統制レート） 

*減少率（％）=2010 年度予算（b）/2009 年度予算（a）×100、小数点第 2 位四捨五入。 

出典：CNCS モニタリング・評価部門資料。 

 

3） 郡レベルの HIV/エイズ対策の実施体制 

郡は、郡長（District Administrator）を長として、コーディネーター、NGO、登録、経済、

若者・教育・技術、警察、市民社会、社会・保健などのフォーカルポイントがいる。HIV/

エイズ対策専門のフォーカルポイントはおらず、社会・保健のフォーカルポイントが、HIV/

エイズ対策に係る業務（郡レベルの NPCS の役割）を担当することになっている。 

郡では、郡内の HIV/エイズに関する基本的な統計（カウンセリングとテストの数、男性

用・女性用コンドーム配布数、ART 開始者数、エイズ起因死亡数など）を把握するほか、

関連組織の支援による郡内の HIV/エイズ対策の研修やワークショップの実施数を把握し

ている（ただし、下記に述べるとおり、その数は郡と情報共有している関連組織が主催す

る研修やワークショップに限られる）。 

聞き取りを行ったガザ州マンジャカゼ郡では、HIV/エイズ対策の活動を行う NGO/CBO

などの関連組織と 3 カ月に 1 回、M&E の会合を行っているが、組織の代表者やリーダー

が出席せず、代理が来て、情報をきちんと共有・フィードバックをしないため、必要な情

報が的確なタイミングで入手できず、調整が進まないとのこと。また NGO のなかには、

予算や年間計画を共有しない組織もあるため、どのような組織が、どのような活動を、ど

のような規模で行っているのか、郡内の全体像を把握できない、とのことであった。 

                                                        
9 NPCS ガザの予算額と表 2-11 ガザ州 NPCS の歳入小計に差が生じている理由は不明。 
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本調査では上記の 1 郡しか聞き取りを行っていないので、郡レベルの HIV/エイズ対策の

実態を結論づけることはできないが、中央レベルの関係者や他ドナーの話も総合すると、

現時点の郡レベルでの HIV/エイズ対策はかなり限定的であると思われる。 

 

２－３ ガザ州のヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズの現状 

（1）ヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズ統計 

南部地域に位置するガザ州の感染率は、25.1％（感染者数は、33 万 1,093 人）で、女性が

29.9％、男性が 16.8％である。ガザ州は全国のなかで一番高い感染率を示しており、特に女

性の感染率の高さが顕著である。 

 

表２－８ ガザ州と全国の HIV 感染率に係る統計（INSIDA、2009 年） 

  ガザ州 全国 

 全体 25.1％ 11.5％ 

性別 
男性 16.8％ 9.2％ 

女性 29.9％ 13.1％ 

若者 
15～24 歳・男性 3.3％ 3.7％ 

15～24 歳・女性 19.2％ 11.1％ 

 

（2）ガザ州のヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズのリスクグループ 

ガザ州の高い感染率の原因が特定されたわけではないが、幾つかのリスクグループの存在

が、ガザ州の高い感染率に影響していると考えられている。PEN III では、政府が優先的に介

入すべき対象として、女性、若者、教師、軍人とその家族、医療従事者、競争の激しい（ス

ポーツ）選手、坑夫、性産業従事者が挙げられているが、NPCS ガザでは、このなかでも以

下の 7 つをガザ州のハイリスクグループとしている。 

 

a 若者（15～24 歳） e 坑夫とその家族 

b 性産業従事者 f 軍人と警察 

c 女性（15～49 歳） g 囚人 

d 長距離トラック運転手  

 

表２－９ ガザ州のハイリスクグループの概要 

グループ 特徴 リスク要因とリスク行動 

若者（15～24 歳） 性的に活発 ・HIV/エイズの知識がない（特に

予防について） 

・コンドームを使用しない性交渉

性産業従事者 不特定多数との性交渉 ・コンドームを使用しない性交渉

（高値で取り引きされる） 

女性（15～49 歳） ・性的に活発 

・性的に脆弱なグループ 

・HIV/エイズの知識がない（特に

予防について） 
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・コンドームを使用しない性交渉

（知識があっても言いだせない、

コンドームを入手できない） 

長距離トラック運転手 ・不特定多数との性交渉 

・国内外を常に移動 

・HIV/エイズの知識がない（特に

予防について） 

・コンドームを使用しない性交渉

坑夫とその家族 ・年間のほとんど（クリスマスと

イースター以外）を鉱山で過ごす

・閉鎖的なグループ 

・鉱山で買春し、HIV に感染 

・帰国時に家族に感染させる（重

婚の場合も多い） 

・現金収入により、買春 

軍人と警察 ・閉鎖的環境（同性間交渉、麻薬

使用の可能性） 

・同性間交渉による感染 

・注射針の使い回しによる感染 

囚人 ・閉鎖的環境（同性間交渉の可能

性） 

・同性間交渉による感染 

 

ガザ州は南アフリカに隣接しており、坑夫として出稼ぎに行く男性が多い10（坑夫派遣マ

ネジメント協会の 新統計によると、ガザ州から 1 万 8,101 人が、坑夫として出稼ぎに行っ

ている）こと、国道 1 号線やリンポポ回廊（ジンバブエにつながる鉄道）が走る交通の要衝

であり人口の流出入が激しいこと、重婚（文化的慣習）、未亡人に対する性的介入（伝統的儀

式）などが高い HIV 感染率の理由として考えられる。 

 

（3）ガザ州で活動するヒト免疫不全ウイルス（HIV）予防関連組織 

このような州内の高いエイズ感染率に対応するため、HIV/エイズ対策の活動を展開する数

多くの関連機関が州内には存在する。現在 NPCS が把握しているエイズ予防に関する機関は、

国際 NGO や国内の NGO、大学、CBO、FBO など 93 組織ある。その活動規模や提供するサ

ービスとそのレベル、ターゲットグループ、対象地域など、多種多様である。以下に、ガザ

州で HIV 予防活動を行っている組織（一部）の活動概要を示す。 

 

表２－10 ガザ州で HIV 予防活動を行っている主な関連組織の概要 

組織名 組織のタイプ 対象（地域、ターゲット） 活動内容・規模 

ADPP 国際 NGO 

（HUMANA のモ

ザンビーク支部） 

シブート郡、マンジャカ

ゼ郡、ショクエ郡 

詳細は次項を参照 

ASTRO 

GAZA 

協会（モザンビー

ク運転手協会ガザ

支部） 

ガザ州全体、トラック運

転手 

コンドームや T シャツ、チャート等

のマテリアル配布、HIV 予防に関す

るワークショップの実施 

AMIMO 協会（モザンビー

ク坑夫協会） 

坑夫とその家族（未亡

人、孤児を含む） 

南アフリカ国境での HIV 予防活動、

教材の開発（USAID や PSI と共同）、

                                                        
10 モザンビーク全体では、3 万 8,000 人程度の坑夫がいる（協会に所属しない坑夫のみの数）。 
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未亡人に対する裁縫の訓練や野菜栽

培の指導 

FONGA 国内 NGO のフォ

ーラム 

所属する HIV、貧困分野

の国内 NGO 

州内の 270 の HIV と貧困に関する

NGO が加盟。所属組織のネットワー

クの強化、経験共有、M&E の実施 

Jhpiego ジョンズホプキン

ス大学系の NGO 

若者、コミュニティ、リ

ーダー、メディア 

集団的な BCC。詳細は次項を参照 

MONASO NGO のネットワ

ーク 

 

州内の HIV 対策を行う

NGO 

51 の NGO が加盟。資金供与による

NGO の活動支援（10 団体）、加盟団

体の活動の M&E 

SSAJ CBO シャイシャイ中心、十代

と若者の HIV 感染者 

ヘルスセンター、家庭訪問、ワーク

ショップやディベート、所得向上等

TEBA 坑夫派遣マネジメ

ント協会 

坑夫とその家族 HIV 感染者に対する家庭内介護の支

援、坑夫へのコンドーム配布、現地

語を使用した予防啓発 

 

1） Jhpiego 

Jhpiego は、ガザ州で HIV 予防、特にコミュニケーション分野の活動を展開している。

州内の 6 郡11（シブート郡、マンジャカゼ郡、エビレーニ郡、ショクエ郡、シャイシャイ

郡、シャイシャイ市）を対象に、Active Prevention and Communication for All（PACTO）と

いうプログラムを FDC と共同で、2011 年から 4 年間実施中。PEPFAR から資金供与を受け、

プログラム全体で、2,600 万 US ドルの規模で活動を行う。コミュニティ対象としたビデオ

やディベートによる BCC 活動である THOVA THOVA12や、就学年齢の若者、リーダー（公

的、地域的）、行政機関を対象とした活動、その他、TV モザンビークやラジオモザンビー

クを使い、HIV 予防のプログラム（全 11 シリーズ）を一般市民に向け流して、エイズの予

防・啓発を行っている。 

2） ADPP 

ADPP は国際 NGO の Humana People to People のモザンビークブランチで、ショクエ郡で

小学校教師を養成する教員養成校を中心とした活動を行っている。モザンビークでは、

2000 年から Total Control of the Epidemic（TCE）プロジェクトを実施しているが、ガザ州で

も 2011 年から 3 年間でプロジェクトを実施予定。フィールドオフィサーが、戸別訪問して

HIV 検査を促進する。HIV 陽性者に対しては、他の関連組織と協力して、ARV による治療

や食事、孤児問題等の支援を行う。近々、シブート郡、マンジャカゼ郡、ショクエ郡を対

象に、ベースライン調査を実施し（1 郡 400 人、3 郡で計 1,200 人対象）、予算が確保でき

れば、プロジェクト終了時にインパクトアセスメントも行うとのこと。 

 

 

 

                                                        
11 6 郡のうち、最初にシブート郡、シャイシャイ郡、シャイシャイ市を対象とし、次に残りの 3 郡へ活動を広げるとのこと。 
12 現地語で、push push という意味。 



－22－ 

（4）NPCS ガザの現状 

1） 実施体制 

NPCS ガザは、委員長である州知事の下、12 人の職員（2010 年 7 月時点）が勤務してい

る。各所属部門、人数は図 2-1 のとおり。その他、女性用コンドームに関する業務を担当

するボランティアが 1 人、2009 年から勤務している。今後、事業計画と評価担当の職員が

1 名ずつ配置される予定であるが、その配置時期はいまだ不明13である。事業部門はコミュ

ニケーション部門と M&E 部門の 2 部構成であるが、実際は、コミュニケーション部門の

アシスタントと市民活動担当、M&E 部門のプログラムマネジャーの 3 人で事業部門の業

務を分担している。 

 

コーディネー
ター（１）

財務部門

・マネジャー
（１）

・アシスタン
ト（１）

・コモンファ
ンドマネ

ジャー（１）

管理部門

・アシスタン
ト（１）

・受付（１）

・運転手
（２）

・清掃（１）

コミュニケー
ション部門

・アシスタン
ト（１）

・市民活動
（１）

M&E部門

・プログラム
マネジャー

（１）

・事業計画
【空席】

・評価

【空席】
 

図２－１ NPCS ガザの組織図 

 

2） 予 算 

NPCS ガザの予算の歳入と実績（2009～2011 年）は、表 2-11 のとおり。予算請求額と実

績に大きな開きがあるものの、事業費として配分されている金額はモザンビークの他セク

ターの州レベル機関と比較すると格段に大きな金額といえる。 

 

表２－11 NPCS ガザの予算：歳入と実績（2009～2011 年） 

年度 費

目 
予 算 請 求 額

（a） 
予算請求額小

計=事業費+管
理費 
（b） 

歳入 
（c） 

歳入小計（事

業 費 ＋ 管 理

費） 
（d） 

予算請求

額（合計）

に対する

歳入の割

合*（％）

（e）=（d）
/（b）×100

差額（f）=（a）
-（c） 

予算請求

額に対す

る歳入の

割合*（％）

（g）=（c）
/（a）×100

2009 

事

業 
18,084,229.12

22,116,468.62 

4,500,000.00

7,364,843.30 33.30 

13,584,229.12 24.88 

管

理 4,032,239.50 2,864,843.30 1,167,396.20 71.05 

2010 

事

業 
7,025,213.95 

9,323,470.45 
799,600.00 

2,200,221.33
 

23.60 
6,225613.95 11.38 

管

理 
2,298,256.50 1,400,621.33 897,635.17 60.94 

                                                        
13 CNCS 管理部門の説明によると、NPCS ガザへ新たに配置される職員の人物選考は終わり、承認はおりているが、そのため

の予算の再配分ができていないとのこと。 



－23－ 

2011 
** 

事

業 
7,108,275.03 

9,187,600.03 
1,751,128.28

2,810,111.62 30.59 
5,357,146.75 24.64 

管

理 
2,079,325.00 1,058,983.34 1,020,341.66 50.93 

*小数点第 3 位四捨五入、**2011 年は、6 月末までの実績 

***単位：メティカル〔1 メティカル＝2.851 円（2011 年 7 月 JICA 統制レート）〕 

出典：NPCS ガザ資料 

 

２－４ ガザ州におけるヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズ対策の取り組み 

（1）NPCS ガザの活動状況 

「2－2 国家エイズ対策委員会（CNCS）と州エイズ対策委員会（NPCS）の活動と実施体

制」の項で述べたとおり、NPCS の組織体制は非常に脆弱で、限られた資源のなかで、限ら

れた活動を実施するにとどまっている。 

NPCS は PEN III に沿った形で、毎年、POA を作成し、その活動計画に基づいて活動を行

う。POA は、前年度の 6～7 月に次年度の POA 案を作成し、CNCS へ提出する。POA の大目

標は、「HIV/エイズの分野横断的な対応のため、調整、モニタリング、コミュニケーション、

アドボカシーの強化」である。①調整、②コミュニケーション、③M&E、④能力強化、⑤財

政的マネジメントの 5 分野に分かれ、分野ごとに活動、目標、指標、予算、実施時期と担当

者が決められている（表 2-12 参照）。 

 

表２－12 POA の構造（POA 2010 年より） 

分野① 調整 

NPCS の調整機能の確実化 

活動 目標 指標 予算 実施時期 担当者

1.1 PEN III を実施

するため、関係者に

計画を説明する。 

公的･私的機関、

市民社会に対し、

PENIII 説明会を

3 回実施 

開催され

た会議数 

○○メテ

ィカル 

2010 年 5～12 月 NPCS 

 

NPCS が 2010 年度の POA で計画した 57 の活動群のうち、実際に活動できたのは 27 にと

どまっている。これは計画内容に見合った予算が十分に配置されないことが要因のひとつで

あるが、加えて、M&E の担当者が配置されていないにもかかわらず、郡に対する年間 48 回

のスーパービジョンの実施や、活動実施者計 80 名に対する M&E 研修の実施を計画するなど、

NPCS の実際の人員、業務遂行能力と見合っていない活動や目標も設定されている。 

POA の策定は CNCS の指示の下行われているが、NPCS は、前年度の実績分析や自らの業

務遂行力を適切に把握しないまま、毎年、計画を策定している。さらに予算規模を想定しに

くいこともあり、現実と計画に大きな乖離がうまれ、計画倒れに終わっている。今後は、POA

を活動の進捗管理ツールとして活用し、計画を日常業務のなかに組み込んで、進捗把握を的

確に行い、計画立案の段階から活動に優先順位をつけていくなどの工夫が必要である。 

NPCS は、関係機関との調整や活動の進捗共有のために定期的な会議を開催し、CNCS へ

の定期報告書を提出する義務がある。NPCS が実施している定期会議と作成している定期報
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告書は表 2-13 のとおり。 

 

表２－13 NPCS が作成する定期報告書と実施する定期会議 

上半期

第1四半期 第2四半期

1月 2月 3月 4月 5月 6月

コーディネーション会議 コーディネーション会議

目的：計画 目的：M&E

モニタリング会議 ①

作業部会 ①

・コンドーム

・コミュニケーション

・M&E

四半期報告書 四半期報告書

TIWONELI ①

会

議

報

告

書

 

下半期

第3四半期 第4四半期

7月 8月 9月 10月 11月 12月

コーディネーション会議

目的：レビュー

モニタリング会議②

作業部会 ② 作業部会 ③

・コンドーム ・コンドーム

・コミュニケーション ・コミュニケーション

・M&E ・M&E

四半期報告書 四半期報告書

TIWONELI ② TIWONELI ③ TIWONELI ④

年次報告書

会

議

報

告

書

 
 

1） コーディネーション会議 

年度の初め（1 月）に、第 1 回コーディネーション会議を実施し、年間活動計画につい

て関係者と話し合う。6 月に、第 2 回コーディネーション会議があり、活動の進捗につい

て話し合う。12 月の第 3 回コーディネーション会議では、活動のレビューを行う。参加者

は、NPCS のほか、州、郡の関係する行政機関（州保健局、州教育文化局、州青少年・ス

ポーツ局、州女性・社会局など）、NGO/CBO などの関連組織（パートナー）である。 
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2） 作業部会 

NPCS には、コンドーム、コミュニケーション、M&E の 3 つの作業部会があり、年 3 回

（4、7、10 月）に関係者が集まり、それぞれの議題について話し合う。 

 

表２－14 作業部会の主な構成メンバー 

作業部会名 メンバー NPCS 担当者 

コンドーム NPCS 担当者、州保健局担当者、州倉庫担当者、PSI（NGO）

等、6～7 名 

コンドーム担当 

コミュ ニ ケ

ーション 

NPCS 担当者、州保健局担当者、州教育局担当者、州青少年・

スポーツ局担当者、コミュニケーション分野の活動をする

NGO/CBO、メディア関係者等 

コミュニケーシ

ョン担当 

M&E 州知事（代理の場合もあり）、NPCS 担当者、州保健局担当

者、州青少年・スポーツ局担当者、州女性・社会局担当者、

市民団体、リーダー等、10～11 名 

M&E 担当 

 

3） 報告書 

CNCS には、3 カ月ごとに四半期報告書を提出、年度末には、年次報告書を作成し提出

している。その他、州内の関連機関向けの情報をまとめたニュースレター（TIWONELI）

を 3 カ月に 1 回作成・発行している。四半期報告書の内容に係る課題は多く、2011 年第 2

四半期報告書を確認したところ、本文 14 ページのうち、HIV/エイズの概況に多くのペー

ジが割かれ（過去の原稿を繰り返し使っている模様）、活動報告としては、関連組織が実

施した活動実績を述べるだけ、M&E に関しては、CNCS から 2 回の訪問があったことを数

行述べるにとどまっており、ガザ州の現状を踏まえた分析や提言は皆無である。 

郡からは、毎月 NPCS へ郡内での HIV/エイズ関連事業実施報告書を提出することになっ

ているが、ほとんどの郡が提出していない。NPCS も未提出の郡に対してフォローアップ

をしておらず、郡から NPCS への報告と、NPCS から郡へのフィードバックシステムは機

能していない。 

4） モニタリングとスーパービジョン 

NPCS は、郡のモニタリングやスーパービジョンを行うことになっている。NPCS は、定

期的に郡へのモニタリングを実施しているとのことだが、そのやり方は、情報のある関連

組織を無作為に抽出し、できる範囲でモニタリングするというもの。NPCS の定期報告書

によると、2011 年の 3 カ月で、34 組織をモニタリングしたとのことだが、実際にどのよう

なモニタリングを行い、結果を分析し、どのような助言やフィードバックを行ったかは明

記されておらず、モニタリングという名の「訪問」で終わっている可能性が高い。モニタ

リングシステムが確立されておらず、日常業務のなかにそのシステムが組み込まれていな

いため、人員、車両の都合がつけばモニタリングに行くという状態で、郡の関連組織を訪

問しても担当者が不在ということも多く、関係者への周知も徹底されていない（これは、

NPCS にモニタリング担当の職員が配置されておらず、各職員で分担して業務を行ってい

ること、モニタリングのための車両がないことも原因である）。 
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（2）NPCS ガザに対する他ドナーの支援状況 

NPCS ガザに対しては、GIZ が組織強化（地方分権）及びコミュニケーションに係る技術

支援を行っているが、NPCS ガザに常駐する専門家は配置していない14。組織強化に関しては、

NPCS の“20 core business”15を特定し、そのなかで必要に応じた支援を行っている。 

世界保健機関（World Health Organization：WHO）は、2010 年に郡レベルの計画策定に関す

る研修や、関連する会議開催の支援を行ったが、現在は終了しており、今後支援が再開され

る見込みはない。 

 

表２－15 NPCS ガザに対する WHO と GIZ の支援 

 WHO GIZ 

期間 2010 年度（今後の予定は未定） 2010 年開始 

支援内容 ・M&E 

・会議開催（テクニカル、一般）

に関する支援 

・NPCS への機材供与（コンピュ

ータ等） 

・M&E（会議の支援を含む） 

・郡 HIV フォーカルポイントに対

するオフィス環境の整備 

・カレンダー、バナー作成 

予算額（メティカル*） 1,703,500 1,752,410（2011 年度） 

情報：聞き取り調査。 

*1 メティカル＝2.851 円（2011 年 7 月 JICA 統制レート） 

 

（3）ガザ州におけるヒト免疫不全ウイルス（HIV）/エイズ対策に係る課題 

1） 情報の集約・調整メカニズムの欠如 

前項で述べたとおり、州内には HIV/エイズ対策の活動を行う実施機関が数多く存在す

る。しかし、各組織がそれぞれの都合で支援を行っており、関係者間で情報の共有が十分

になされていない。ある国際 NGO は、郡で HIV 予防活動を行っているが、その内容、期

間、予算規模を郡や NPCS と全く共有していないなど、情報を関係者に共有しない「自己

完結型」支援を行っている組織もある。関係者への聞き取りでも、どの組織が、どのよう

な活動を、どの期間実施しているかといった、基本的な情報の集約と調整が NPCS で十分

なされておらず、州内の関連組織の活動、対象、統計の重複が多くみられるという声が多

数聞かれた。州内で活動する関連組織の現状を把握するため、NPCS で「マッピング」も

部分的に行われてはいるが、情報量が限られていること、定期的な情報更新の仕組みがな

いことなどにより、各実施組織の活動内容の重複を避け、州内で効果的な HIV/エイズ対策

がなされるために活用できる情報ではない。 

そのほかにも、強化すべき NPCS の機能として、関連組織へのコンドームの分配の機能

が挙げられる。コンドームの分配は実施機関からの要望数の取りまとめに基づいて行われ

るが、コンドームの数が不足する状況も生じており、これは実施機関がどの程度コンドー

                                                        
14 GIZ のコミュニケーション専門家が、イニャンバネ州に配置され、ガザ州も管轄している。 
15 具体的には、PEN III の実施・普及のための知識、地方分権化、外部とのコミュニケーション、財政、計画、M&E、人的資

源管理、内部のコミュニケーション、調達などの項目がある。 
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ムを必要とするか、活動内容をベースにその的確な数を見極め、実施機関に対してアドバ

イスする能力が NPCS に求められていることを意味する。 

NPCS は、CNCS の州レベル機関として 2008 年まで州内の NGO や CBO 等への資金供与

の役割を担っていたが、その役割がなくなり、機能が、関係者・関連組織の調整やモニタ

リングを中心としたものに変更された。一部の関連組織は NPCS の機能変更をよく理解し

ておらず、資金供与が得られなくなったことで、NPCS に対して失望している側面がある

ことは事実である。NPCS 内にも資金供与を行わなくなったことを理由に、州内の NGO や

CBO からモニタリングデータや報告書を共有することを求めにくいとの意見が聞かれた。 

NPCS は人的、財政的資源が不足しており、職員の能力も課題があるが、今後は、NPCS

が主導的に調整業務を行い、州内で各関連組織が無理、無駄、ムラなく活動できるような

システムの土台づくりをする必要がある。活動の支援内容や対象地域の重複を避けて、各

組織の活動をより効果的にし、グッドプラクティス等の教訓を関係者間で共有できる体制

をつくるなど、具体的な活動を実施してこの効果を関係者が実感できるようにしなければ

ならない。 

2） 郡レベルでの脆弱な実施体制 

前項で述べたように、郡での HIV/エイズ対策は、郡政府の保健担当職員が郡レベルの

NPCS 機能を果たすことが期待されているが、現状は HIV 関連の基本的な統計や、関連組

織が実施する研修やワークショップの実態把握にとどまっている。本来、郡から NPCS へ

提出されるべき定期報告書もきちんと提出されることが少ない状況である。郡レベルで実

施される関連組織との定期会合にキーパーソンが参加していない、関係者と情報が共有さ

れていないことが多々ある。よって、郡内の関連組織同士の活動内容が郡や州の関係者に

知らされないまま、それぞれの組織活動が自己都合で展開されており、HIV/エイズ対策が

効果的になされていない状況である。 

このような郡レベルでの脆弱な実施体制を強化するため、国は 2011 年から、各郡に HIV

フォーカルポイントを配置し、HIV/エイズ対策の地方分権化を進めることを決定した。郡

に HIV/エイズ対策を担う専任人材を配置することで、郡レベルから関連組織の情報を確実

に吸い上げ、各種の調整をして、より効果的な HIV/エイズ対策を行おうというものである。

HIV フォーカルポイントの導入と定着までには、ある一定の期間が必要だと思われるが、

この仕組みが定着すれば、今後は HIV フォーカルポイントが郡レベルの HIV/エイズ対策

実施を調整し、各種の情報・データを収集、管理、分析して、州の NPCS へフィードバッ

クしてくことが期待される16。 

3） コミュニケーション分野の戦略策定能力の欠如 

HIV/エイズ対策には、対象に合わせてコミュニケーション分野の IEC 用教材を活用した

予防啓発活動が有効である。1）で述べたとおり、NPCS では州内の関連組織の現状が把握

されておらず、どこの関係機関が、誰を対象に、どのような IEC 用教材を使って活動をし

ているかといった情報を把握し、それらの基本情報をまとめたものが存在しない。これら

を分析して、必要な IEC 用教材を作成、翻訳するといったシステムもない。IEC 用教材は、

                                                        
16 HIV/エイズ対策の地方分権化が進めば、NPCS の役割も変化してくる。NPCS は、郡レベルに配置される HIV フォーカルポ

イントの能力強化や、郡レベルの HIV/エイズ対策やフォーカルポイントへのモニタリングやスーパービジョン業務を担当す
る必要がでてくるが、現状では NPCS にそのキャパシティは十分ではない。 
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中央レベルで作成されることが多く、その場合、教材の言語は（公用語である）ポルトガ

ル語であることが多い。しかしながら、コミュニティで生活する女性や、出稼ぎに行く坑

夫など、州内のハイリスクグループを対象に活動をする場合、現地語でないと情報が伝わ

らないことが多く、地域のニーズに合わせた IEC 用教材の翻訳が必要になってくる。 

各組織が作成した IEC 用教材は、組織のなかで活用されるだけで、他の組織との情報共

有の機会も少ないため、同じような IEC 用教材が州内の別の組織で作成されている可能性

もある。州内の限られた人的資源、予算のなかで、効果的にコミュニケーション分野の活

動を展開していくためには、現状の把握を的確に行い、無理、無駄のない IEC 用教材の開

発が必要である。坑夫や重婚、文化的慣習など、地域の現状やニーズに合わせた IEC 用教

材の作成が望まれている。 
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第３章 プロジェクトの枠組みと 5 項目評価 
 

３－１ プロジェクトの基本計画 

（1）プロジェクト名 

ガザ州エイズ対策委員会能力強化プロジェクト 

 

（2）プロジェクトの対象地域 

ガザ州全土 

 

（3）プロジェクトの受益者 

本プロジェクトのターゲットグループは、NPCS の職員と郡レベルの HIV フォーカルポイ

ントである。HIV フォーカルポイントの配置は段階的に実施されることが計画されており、

プロジェクトでは HIV フォーカルポイントが配置された郡を対象とした活動を実施する。間

接的受益者はガザ州の州民（推定 130 万人）である。 

 

（4）プロジェクト目標 

本プロジェクトは、HIV/エイズ対策に関する NPCS の能力強化をめざす17。具体的には州

内の関係機関との調整機能の強化、パイロット郡における郡 HIV フォーカルポイントの育成

や、右過程から抽出される教訓の国の地方分権化計画関係者との共有・反映、更にガザ州の

HIV 感染状況を踏まえた IEC 用教材のニーズ分析及び IEC 用教材の作成支援を通じ、NPCS

の能力強化を図る。プロジェクトの実施期間は、2012～2015 年の 3 年間である。プロジェク

ト終了時までに達成されるべき目標は以下のとおり18。 

 

プロジェクト目標 

ガザ州における HIV/エイズ対策のための NPCS の能力が強化される。 

 

（5）上位目標 

上位目標は、プロジェクト目標が達成されることで実現される長期的な目標（仮説）であ

り、正のインパクトを示す。プロジェクト終了後 3～5 年に実現されることが期待される。 

本プロジェクトの目標が達成されると、NPCS の HIV/エイズの予防対策を中心とした調整

能力が強化される。HIV/エイズ対策の州、郡レベルでの地方分権化プロセスの実証検討がな

され、教訓や提言が国の計画へ反映される。さらに地域の HIV 感染特性を踏まえた IEC 用教

材のニーズ分析能力の強化を通じ、HIV/エイズ予防対策に係る戦略策定能力の素地が育成さ

れることで、 終的には州内の HIV 新規感染者の数（incidence）が減少することが期待され

る。本プロジェクトの上位目標は、次のとおり。 

                                                        
17 当初、NPCS の IEC に関する能力強化をプロジェクト目標として想定していたが、現地調査の結果、州内には既に多くの

HIV 予防関係組織が活動を展開しており、IEC に関する能力強化よりも、NPCS の調整能力に課題があること、今後、HIV/
エイズ対策の地方分権化が進むことが明らかとなったため、これらの内容を含んだプロジェクトの枠組みへ変更することを
関係者で協議のうえ、合意した。 

18 プロジェクト目標、上位目標、成果の各指標は、内容を検討中であり、その詳細は「第 3 章 3-1 プロジェクトの基本計画（9）
指標」で述べる。 
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上位目標 

ガザ州の HIV 新規感染者の数（incidence）が減少する。 

 

（6）成果と活動 

成果は、プロジェクト目標を達成するために重要な、個別の具体的な課題である。プロジ

ェクトの成果としては、以下の 3 点が達成されることを想定している。 

1） 成果 1 

第 2 章で述べたとおり、HIV/エイズ対策の予防分野は、州内に数多くの NGO や CBO な

どの関連組織が存在し、さまざまなターゲットグループへの活動を展開しているが、NPCS

の調整業務が限定的なため、関係者間の情報共有が十分になされておらず、HIV/エイズ対

策が効果的に実施されているとは言い難い状況である。中央レベル・州レベルの行政機関、

他ドナー、予防活動の関連組織、また NPCS 自身もこの課題の解決が重要なキーとなるこ

とを強く認識している。 

プロジェクトは、関係機関のマッピングやコーディネーション会議、ニュースレターな

ど、既存の業務を実施しながら、現状に応じて改定し、関係機関の情報収集・共有やマッ

ピング、M&E のための技術的支援を行い、CNCS と共有する。 

関係機関の情報収集、マッピング、M&E は NPCS で部分的には実施されており、現時点

ではこれらの業務が NPCS の中心的業務であることから、成果 1 に関する活動は、プロジ

ェクト開始後、早い段階に着手する。成果 1 の活動にあたっては、NPCS だけでなく、州

内の関係する行政機関や HIV の予防活動を実施している関連組織とも協力して活動を実

施していく必要がある。 

成果 1 に対する具体的な活動は、以下のとおり。 

 

成果 1 

 ガザ州の HIV 関連サービスに係る NPCS の調整能力が強化される。 

活動  

1-1 HIV/エイズ対策実施機関のマッピング手順を定める。 

1-2 州内で活動する HIV/エイズ対策実施機関を特定する。 

1-3 年に 1 回、実施機関の情報を収集、更新する（POA、コミュニケーションツール、IEC

用教材など）。 

1-4 前項の情報を CNCS と共有する。 

1-5 M&E データを実施機関から収集する。 

1-6 NPCS ガザのコーディネーション会議19で、実施機関間の対話を促進し、情報と教訓・

提言を共有する。 

1-7 3 カ月に 1 回発行される州のニュースレター（TIWONELI）の質を改善する。 

 

2） 成果 2 

2011 年度後半から、HIV/エイズ対策の地方分権化が進められ、郡に HIV フォーカルポ

                                                        
19 コーディネーション会議は、年 3 回（1、6、12 月）実施。NPCS、州の関連行政期間、郡の関係者、HIV/エイズ対策実施機

関（NGO や CBO 等）が参加し、州内の HIV/エイズ対策に関する情報交換や活動の進捗確認などを行う。 
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イントが配置される予定である。この流れを受け、今後 NPCS には、郡の HIV フォーカル

ポイントへの研修、モニタリング管理などの役割が求められる見込みである。成果 2 では、

HIV フォーカルポイントへ求められる役割を確認し、郡レベルの HIV/エイズ対策の現状を

把握したうえで、HIV フォーカルポイントの能力強化計画を策定する。HIV フォーカルポ

イントの配置がされた郡を対象に、研修、モニタリング管理を行い、これらの結果を CNCS

へ定期的に報告する。プロジェクトでは、州レベルの地方分権化事業の実証（郡 HIV フォ

ーカルポイントのパイロット事業の実施）から得られた教訓や提言を、国レベルの地方分

権化計画の 終化に役立てるようにする。 

活動は、プロジェクト中盤から後半にかけての展開を想定しているが、CNCS による郡

の HIV フォーカルポイントの配置の有無や配置時期に大きく影響されるので、今後の動向

を注視し、中央レベルとの情報共有を密にすることが必要である。 

活動の詳細は、以下のとおり。 

 

成果 2 

 HIV/エイズ対策の地方分権化に係る国家計画が効果的に施行されるために、当プロジェ

クトのパイロット事業を通じて改善される。 

活動  

2-1 郡レベルの HIV/エイズ対策体制を整備するため、地方分権化に係る国家計画を理解し、

関係者に説明する。 

2-2 郡の HIV フォーカルポイントに対する能力強化計画を策定する（HIV フォーカルポイン

トは、CNCS により配置される）。 

2-3 郡の HIV フォーカルポイントに対する研修を実施する。 

2-4 パイロット郡に対する監理・モニタリングを実施する。 

2-5 CNCS に対して、HIV/エイズ対策の地方分権のパイロット事業に関する報告書を作成す

る。 

2-6 パイロット事業の教訓・提言を地方分権化に係る国家計画に反映する。 

 

3） 成果 3 

州内の HIV 予防には、女性や若者、学生、坑夫、ドライバー、性産業従事者など、さま

ざまなタイプの人々を対象とする活動が必要になってくる。効果的な予防活動を実施する

ためには、対象に合った IEC 用教材（ポスター、リーフレット等）が予防活動の重要なツ

ールになるが、各関係機関がそれぞれで開発していたり、CNCS や他ドナーが作成したも

のをそのまま利用していたり、その内容、質は多種多様である。プロジェクトでは、まず

これら現状を把握するために、州内の IEC 用教材のインベントリーを作成し、ニ―ズを把

握する。その後、地域のニーズに応じた IEC 用教材の作成支援、もしくは現地語への翻訳

支援を行い、エイズ予防のコミュニケーション分野の強化を行う。活動は成果 1 と同様に

プロジェクトの前半期から開始し、プロジェクト期間中継続して行う。 

活動の詳細は、以下に示すとおり。 
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成果 3 

 地域のニーズに合ったエイズ予防に関する IEC 用教材が作成される。 

活動 

3-1 州内の既存のエイズ予防に関する IEC 用教材の一覧表を作成する。 

3-2 IEC 用教材の新規作成、現地語への翻訳の必要性を検討する。 

3-3 前項（活動 3-2）の結果を基に、IEC 用教材の新規作成、現地語への翻訳を支援する。 

3-4 IEC 用教材の普及を支援し、実施機関に研修を行う。 

 

（7）投 入 

日本側、モザンビーク側の本プロジェクト投入（案）は、以下のとおり。投入案の大枠は

決定しているが、詳細については今後も協議が必要である。具体的な機材供与の内容、短期

専門家の分野や派遣時期、本邦研修や第三国研修実施の有無や現地活動費の負担については、

本調査で詳細を確定していない。ローカルコストの負担については、プロジェクト活動に大

きな影響を及ぼす点であり、日本側とモザンビーク側双方が十分に協議し、合意する必要が

ある。 

 

日本側 モザンビーク側 

1．専門家派遣 

長期専門家 2 名（リーダー、業務調整/組

織強化） 

その他短期専門家 

2．機材供与 

車両 1 台 

モーターバイク 4 台（パイロット郡フォ

ーカルポイント用） 

3．ローカルコスト 

 

その他は、必要に応じ双方で合意する。 

1．カウンターパート 

 

 

 

2．専門家、スタッフのための施設、機材、用具

 

 

 

3．ローカルコスト 

 

その他は、必要に応じ双方で合意する。 

 

（8）前提条件とリスクの分析 

前提条件とリスクの分析は、以下のとおり。 

 

前提条件 分析 

プロジェク

トを開始す

る際に必要

な条件 

HIV/エイズ対策に関する国の方針が変

わらない。 

HIV/エイズは、モザンビークの優先課

題であり、左記の前提条件は満たされ

ると考えられる。 

モザンビークの HIV/エイズ対策に対す

る国際的な支援が、2010 年のレベルから

大きく変わらない。 

モザンビークの HIV/エイズの状況

は、世界的にみても深刻であり、国際

的な支援に大きな変化はないものと
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考えられる。 

郡での分野横断的な HIV/エイズ対策の

実施（地方分権化）に関する国家計画が、

計画どおりに実施される。 

現時点で、政府の HIV/エイズ対策の

地方分権化への強い取り組み姿勢が

確認されているが、左記の前提条件

は、 新条件を入手し、モニタリング

する必要がある。 

 

（9）指 標 

1） 政策レベルの指標の活用 

国の HIV/エイズ対策の方針である PEN III のなかで、①リスクと脆弱性の減少、②予防、

③治療とケア、④影響の軽減に対する指標が設定されている。また、コンポーネント別で

は、①調整、②M&E、③オペレーショナルリサーチ、④コミュニケーション、⑤資源の活

用、それぞれに求められる結果と指標は明記されている。ただし、具体的な目標値を定め

ていないものが多いため、プロジェクトの指標として使用する場合は、具体的な目標値を

含めた指標にする必要がある。政策レベルの指標を活用した場合、プロジェクトの指標が、

国の指標と合致するため、プロジェクトの成果や達成度合いが理解されやすく、関係者と

も共有しやすい。一方で、政策レベルの成果を測る指標は、必ずしもプロジェクトレベル

の成果を測るのに適さないので、設定する際はその点を留意する必要がある。 

 

表３－１ PEN III の指標 

（a）分野目標別、分野と指標 

分野 指標 

① リスクと脆弱性の低減 HIV/エイズに脆弱ではあるが社会的・人間的な生活ができる男

女数の増加。 

② 予防 15～24歳までの妊婦の HIV感染率を 2007 年の 11.3％から、2014

年には 8.5％に減少させる。 

③ 治療とケア エイズによる死亡率を、2014 年には 5％減少させる。 

④ インパクトの軽減 エイズにより負の影響を受ける家族、コミュニティ、遺児の割

合を減少させる。 

 

（b）PEN III のコンポーネント別、成果とアウトプット 

コンポーネント 成果 アウトプット 

① 調 整 ①-1 HIV/エイズ対策に対するハイ

レベルなリーダーシップの関与 

①-1-1 分野横断的な CNCS 代表の参加 

①-1-2 CNCS/SE の再編成プロセスの完了

①-2 効果的に調整された分野横断

的な HIV/エイズ対策 

①-2-1 中央レベル、州レベル、郡レベル

での分野横断的な調整機能 

① -2-2 異なるレベルの対策実施機関

（行政、市民団体、パートナー）間のコ

ミュニケーションチャンネル 
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①-2-3 行政、民間、市民団体の HIV/エイ

ズ、ジェンダーほか、横断的テーマのフ

ォーカルポイントと技術的責任者間の

調整機能の促進 

①-3 実施者の重複及び介入範囲の

オペレーショナルギャップの減少

①-3-1CNCS/SE 主導の分野横断的調整の

枠組みの設定 

①-3-2 3 つの原則（ひとつの調整機関、

ひとつの国家戦略、ひとつの M&E 枠組

み）に基づいた調整 

② M&E ②-1 PEN III に対する適切なモニ

タリングと評価 

②-1-1 定期的な報告書の作成 

②-1-2 評価報告書（中間、終了時）のタ

イムリーな作成と共有 

②-2 分野別計画への M&E システ

ムの導入 

②-2-1 M&E 活動に従事する関係者の調

整と参加を規定し促進する方法の開発

と普及 

②-2-2 M&E の成果の普及メカニズム 

②-3 分野別計画を通じた介入を行

うための公式データに基づくエビ

デンスの活用 

②-3-1 M&E に関する行政、民間、及び市

民社会レベルに対する人材育成 

③ オペレーシ

ョナルリサーチ 

③-1 エビデンスに基づくさまざま

な実施者の年間計画 

③-1-1 優先的に取り上げるべきテーマの

調査の PNI を通じた公表 

③-2 エビデンスに基づく計画立案

を行う研究所や組織数の増加 

③-2-1 調査結果を普及するメカニズムの

強化 

③-3 疫学的行動と感染症対策の質

についての知識の習得 

③-3-1 HIV/エイズに対する効果的な国

家対策という点で介入の改善を図るこ

とを目的とした、異なる感染症について

理解するための調査の実施 

④ コミュニケ

ーション 

④-1 一般市民とハイリスクグルー

プの行動変容した割合の増加 

④-1-1 ジェンダーダイナミックスと文化

的差異に十分配慮したコミュニケーシ

ョンアプローチ 

④-2 HIV/エイズ対策のコミュニ

ケーション分野における分野横断

的な取り組みができる環境の整備

④-2-1 ニーズに合った包括的なコミュニ

ケーションプログラムを実施するため

の行政、民間、市民社会、コミュニティ

関係者の組織能力強化 

⑤ 財源の確保 ⑤-1 HIV/エイズ対策の財政的持

続性の向上 

⑤-1-1 HIV/エイズ分野横断的対策への

政府予算の増加 

⑤-2 PENIII 実施に対する適切な

予算配賦 

⑤-2-1 PENIII関係者の予算に関する同意

⑤-2-1 国の現状に対して適切に対応する

ための財政的メカニズムの構築 
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2） 活動レベルの指標の活用 

NPCS は、POA に従った活動を行っている。POA のなかで、指標と達成目標が設定され

ているが、それらの指標の多くは、あいまいなものが多く、プロジェクトの指標として使

用するためには、より具体的な指標に修正する必要がある。現在の POA の指標を基に、プ

ロジェクトの指標を設定した場合は、POA とプロジェクトの活動の進捗を同じ指標で測れ

ることになる。ただし、①政策レベルの指標の活用で述べたように、目標値が不明確であ

ったり、質的な変化を測定するのに必ずしも適した指標ではない場合が多いため、プロジ

ェクトの指標として活用するためには、ある程度の修正が必要であろう。以下に、NPCS

ガザの POA の指標例を示す。 

 

表３－２ NPCS ガザの POA 2011 年の活動と指標例 

分野 活動 目標 指標 

① 調整 州レベルの HIV 対策と地

方分権化のための計画策

定能力の強化 

郡と 50 の公的及び私的

関連組織が計画を実行で

きる 

能力のある実施者がい

る郡の数 

 

郡に対する CNCS の機能

に関する再研修の実施 

100％の郡が研修を受け

る 

研修を受けた郡の％ 

 

② コミュニ

ケーション 

州の公的機関のリーダー

に、HIV/エイズ対策のコ

ミュニケーション分野の

課題についての研修実施

100％の公的機関のリー

ダーが研修を受ける 

 

研修を受けたリーダー

の％ 

 

女性用コンドームと男性

用コンドームの使用促進

 

男性用コンドーム 60 万

と、女性用コンドーム 40

万が配布される 

配布された男性用コン

ドームと女性用コンド

ームの数 

③ M&E 関連組織に対する M&E

に関する研修の実施 

4 回の研修（80 対象） 研修実施数 

研修を受けた人数 

郡に対するスーパービジ

ョンの実施 

全郡で、48 回のスーパー

ビジョンの実施 

スーパービジョンを行

った数 

④ 能力強化 POA の評価会議への参

加 

POA 評価会議へ 100％の

参加 

POA 2010 年評価会議の

開催数 

⑤ 財政的マ

ネジメント 

HIV/エイズ対策に支援す

る機関リストの定期的な

更新 

支援するすべての組織が

リスト化される 

リストされる組織の数

と更新される組織の数 

 

POA の活動レベルの指標として使用されている、コンドームの配布数もプロジェクトの

指標として活用できる可能性がある。コンドーム配布に関する活動は、本プロジェクトで

は直接介入しないが、NPCS の業務遂行能力が上がれば、関連機関の活動が効果的に機能

するようになり、コンドームの配布数が増加することが考えられる。コンドームの配布数

は、現在 NPCS でデータを管理し、CNCS へ定期的に報告している。 
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3） 能力強化に関する指標の活用 

本プロジェクトは、NPCS の能力強化を目標としており、能力強化に関する指標を設定

することが望ましいが、個人レベルの能力強化の結果、組織が強化され、その質的変化を

どのようにとらえるかが鍵となる。個人レベルの能力向上は、業務パフォーマンスなどで

ある程度測定することができるが、組織の質的変化を測定する直接的な指標を設定するの

は容易ではない。 

しかし、POA の遂行度合に関する指標をたてることが考えられる。これは調整能力とは

直接関係しないが、NPCS の組織強化のためには、業務遂行力の向上が不可欠である。業

務の基本計画である POA を適切に立案し、POA により活動を進捗管理することで、NPCS

の業務遂行力の肝である調整能力も向上すると考えられる。NPCS は、POA に沿った活動

を行っているが、現状は、計画の約半分しか実施できていない。また、POA による活動の

進捗管理や評価分析が適切に行われておらず、POA が計画倒れに終わっている状態であ

る。プロジェクトを通じて、NPCS の能力が向上し、POA に関する以下のようなことを NPCS

自身で実施できるようになることが期待される。 

・現状に応じた、POA の立案ができる 

・POA による活動の進捗管理ができる（四半期に 1 回程度） 

・POA の評価分析ができ、その結果が次年度の POA に反映される 

NPCS の能力強化の結果、NPCS のサービス利用者（州の HIV/エイズ対策の活動をする

NGO/CBO などの関連組織）の満足度に変化が現れることも予想される。ただしこの指標

は、満足度を測るベースラインとエンドラインのデータを収集する必要があり、プロジェ

クトの枠組みのなかで対応が可能か、検討が必要である。 

 

３－２ 5 項目評価 

プロジェクト実施の妥当性を判断するため、評価 5 項目による評価を行った（以下の表を参照

のこと）。有効性、効率性、インパクト、持続性については、現時点での予測、見込みを評価する。 

 

評価 5 項目 内容 

妥当性 プロジェクトの正当性・必要性を確認する。プロジェクト目標と上位目

標がモザンビークの政策や日本の ODA 政策・戦略に沿っているか、ター

ゲットグループや 終受益者のニーズに合致しているか。 

有効性（予測） プロジェクトの成果の達成の度合いはどうか。成果がプロジェクト目標

の達成度にどのように結びついているか。 

効率性（予測） プロジェクトの投入から生み出される成果の程度は、タイミング、質、

量の観点から妥当か。 

インパクト（予測） プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波

及効果はあるか（予期していなかった正・負の効果や影響を含む）。 

持続性（見込み） 協力終了後、プロジェクトによってもたらされた成果や効果が持続され

るか、あるいは拡大されていく可能性があるか（政策的側面、組織的側

面、技術的側面、財政的側面からプロジェクトの自立発展性の見込みを

考察する）。 
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（1）妥当性 

1） モザンビークの政策との整合性 

モザンビークの国家開発計画である「国家貧困削減行動計画」〔（Poverty Reduction Action 

Plan ：PARP）2011～2014 年〕で取り上げられている優先分野のひとつに、人と社会開発

があり、HIV/エイズ対策の重要性についても触れられている。さらに、PEN III や SAPHI

といった HIV/エイズに対する政策のなかで、HIV 感染者数を減らすことや、そのために取

り組むべくことが明確に示されている。2011 年 6 月にニューヨークで開催された国連のエ

イズハイレベル会合では、首相が HIV 感染予防はモザンビーク国内 HIV/エイズ対策の

重要課題であると表明しており、本プロジェクトの内容は、国のめざす方向性と合致して

いる。 

2） 日本の援助政策との整合性 

本プロジェクトは、対モザンビーク事業展開計画の援助重点分野「人的資源開発」のな

かの基礎保健改善に貢献する。本プロジェクトで州や郡レベルの HIV/エイズ対策の行政官

の能力強化や人材育成をすることは、本重点協力方針とも一致する。2015 年に向けて JICA

の保健協力方針を示した「JICA の保健分野の協力―現在と未来」（2010 年 9 月）のなかで

は、協力の重点領域として感染症対策、協力の重点アプローチとしてキャパシティ・ディ

ベロップメント支援が挙げられており、本プロジェクトの内容とも整合する。 

3） 支援内容の妥当性 

ガザ州は、モザンビークのなかで一番高いエイズ感染率を示している。本調査中、対象

地域の HIV/エイズ対策に関する支援を要望する声が、中央、州、郡のレベルの多くの関係

者から聞かれ、モザンビーク側のニーズの高さが確認された。本プロジェクトは、HIV/エ

イズ対策の地方分権化の実証事業を含んだ支援内容になっており、今後の NPCS の機能や

国の地方分権化計画を考えるうえでも、その妥当性は高いと判断できる。 

現在、NPCS には GIZ による支援が入っているが、会議の開催支援や計画の策定支援な

ど一部の活動に限定されており、本プロジェクトのように NPCS に入り込んだ技術支援で

はないことから、GIZ からも州レベルでの実際の活動を踏まえたインプット、フィードバ

ックが期待されている。今後も GIZ と 新情報の共有をして、支援内容に重複がないよう

にしながら、本プロジェクトを進めていけば、他ドナーの支援との相乗効果が期待できる。 

 

（2）有効性 

プロジェクト目標は、NPCS の能力強化と明確に設定してあり、①ガザ州の HIV 関連サー

ビスに係る NPCS の調整能力が強化される（成果 1）、②HIV/エイズ対策の地方分権化に係る

国家計画が効果的に施行されるために、当プロジェクトのパイロット事業を通じて改善され

る（成果 2）、③地域のニーズに合ったエイズ予防に関する IEC 用教材が作成される（成果 3）、

がそれぞれ達成されれば、プロジェクト目標は達成される見込みである。 

プロジェクト目標の達成のためには、上記 3 つの成果の達成が不可欠であるが、成果 2 の

達成のためには、CNCS から、郡レベルの HIV フォーカルポイントの配置が適切な時期（遅

くともプロジェクト中盤前後まで）に行われなければならない。政府は地方分権化に積極的

に取り組んでおり、郡への HIV フォーカルポイント配置のための関連法案は承認済みで、そ

の人件費も確保されているとのことだが、州内の配置数や配置時期、人材をどのように確保
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するのかなど、不透明な部分も多い。よって、地方分権化については、引き続き関係者から

新の情報を入手し、その動向を注視していく必要がある。郡への HIV フォーカルポイント

配置が大幅に遅れるような場合は、現状に合わせたプロジェクトの枠組みに修正する。 

プロジェクト目標の指標は検討中のため、現時点でその有効性を判断することができない

が、指標は、NPCS の能力強化を適切に測ることができる指標にすること、国や他ドナーで

使用している指標も検討し、本プロジェクトで使えるものがあれば導入すること（共通の指

標を使うことで、達成度を比較しやすくなり、援助協調にもなる）、直接、達成度を測定する

指標が難しい場合は、代替指標も検討することが必要である。 

 

（3）効率性 

プロジェクトの成果を発現するために、活動は適切に計画されている。 

プロジェクト開始までに、カウンターパートとなる NPCS 職員が適切に配置され、専門家

もタイミングよく派遣されれば、効率性は確保される。 

NPCS の職員は、追加で 2 人配置される予定である。本調査では、職員の選考が終わり、

配置の承認が得られていることは確認ができたが、いつからどのような人材が配置されるか

は、未確認である。プロジェクト開始前までには、職員の配置が完了していないと、計画さ

れている活動や成果の達成が遅れる可能性が高くなり、プロジェクトの効率性を下げる要因

になる可能性がある。 

リーダーとして赴任予定の専門家人材は、モザンビークのエイズ事情に詳しく、ポルトガ

ル語に堪能な第三国の人材（日系ブラジル人）の投入を想定している。そのため、赴任後す

ぐに現地の状況を把握でき、カウンターパートともポルトガル語で意思の疎通が容易にでき

ることから、効率的にプロジェクトが運営されることが予想される。現時点では、専門家の

派遣時期は 2012 年 2 月を想定しているが、プロジェクトを効率的に運営するためには、遅く

とも 2012 年 3 月中に派遣され、4 月以降すぐに本格的な活動をできるような投入計画が望ま

しい20。 

ソファラ州で実施された技術協力プロジェクトの教訓から、プロジェクトサイトは首都か

ら日帰りが可能な距離に設定されており、プロジェクトの運営管理や物品調達の面からも効

率性が見込まれる。 

 

（4）インパクト 

プロジェクト目標と上位目標の間に論理の飛躍はみられないが、上位目標（ガザ州の HIV

新規感染者の数が減少する）の達成には、他ドナー支援動向のみならず、教育や就業機会、

経済活動の変化等、さまざまな社会的要因が絡んでくるため、インパクトの発現はより長期

的に測っていくことが適当である。よってプロジェクト終了後 3～5 年で発現する可能性が高

いとは言い難い。 

一方、プロジェクト目標が達成され、ガザ州で HIV/エイズ対策地方分権化のパイロット事

業が成功すれば、これらの教訓・提言が、他州での展開や国レベルの地方分権政策、計画へ

反映され、本プロジェクトは、国の政策や制度整備に正のインパクトを与えることが見込ま

                                                        
20 通常、1～3 月は CNCS から予算が下りてこず、NPCS は活動資金がない場合が多い。そのため、プロジェクトの本格的な活

動の実施は、4 月以降が適切だと思われる。 
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れる。本プロジェクトの負のインパクトは特に見当たらない。 

 

（5）持続性 

NPCS は、CNCS から予算配分を受けており、NPCS は CNCS の出先機関であるという認識

から、NPCS が、自分たちの意思で予算を動かすことは不可能であり、財政的側面からみた

持続性はあまり期待できない。NPCS のスタッフが適切に配置されておらず、組織的にも脆

弱である点からすると、現時点ではプロジェクトの持続性の見込みは高いとは言えない。一

方、政策面の持続性は、プロジェクト期間内でパイロット事業を実施し、その教訓・提言を

国の地方分権化計画へ反映させることができれば、持続性の発現が期待できる。 

NPCS の関係者は、当初本プロジェクトを財政支援だと考えており、JICA の技術協力プロ

ジェクトについての理解が浅かった。今後プロジェクト活動が進むにつれ、JICA の技術協力

に対する理解が促進し、彼らのオーナーシップが除々に形成されていくことが期待できる。

プロジェクト終了後の持続性を確保するためにも、プロジェクト活動に関するローカルコス

トをモザンビーク側が少額でも負担できる仕組みづくりを先方に意識させることが重要であ

る。 
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第４章 プロジェクト実施に向けた提言 
 

４－１ 国家エイズ対策委員会（CNCS）に対する提言 

（1）確実な人員配置 

本調査開始以前から、JICA は CNCS に対して、NPCS ガザへの職員の追加配置を要請して

いるが、いまだ職員の配置には至っていない。本調査で CNCS の副事務局長と協議した際、

現在の NPCS の人員体制は脆弱であり、効果的なプロジェクトの実施のためには、NPCS の

職員の増員が不可欠であり、できるだけ早い時期に職員が配属されるよう、CNCS 側に改め

て申し入れた。先方もこの点については同意し、対応するとのことだったが、プロジェクト

開始前までに NPCS の職員（少なくとも 2 名）が配置されるよう、引き続き申し入れていく

必要がある。 

郡レベルへの HIV フォーカルポイントの配置については、実際の人材配置には、さまざま

な政府手続きを経る必要があるため、実現までに一定の時間がかかることが想定される。HIV

フォーカルポイントの配置はプロジェクト活動を展開するうえで非常に重要なポイントであ

り、遅くともプロジェクトの中盤までには、州内のパイロット郡へ HIV フォーカルポイント

が配属される必要がある。 

上記の 2 点について、CNCS による積極的な調整と確実な職員の配置が望まれる。 

 

４－２ NPCS ガザに対する提言 

（1）州内の関係者、関連機関との関係強化 

州内の関連機関との調整は、NPCS が抱える大きな課題のひとつだが、プロジェクト開始

に向けて、州内の関連機関と NPCS の関係を強化することが望まれる。具体的には、プロジ

ェクトの枠組みが決定した時点で、州内コーディネーション会議等を通じて、各作業部会の

関係者、関連組織にプロジェクトに関する情報を共有する機会を設けるなどが考えられる。 

プロジェクト活動は、州内の関係者、関連機関の協力なくしては進められず、彼らとの関

係強化には特に配慮が必要である。 

 

（2）州エイズ対策委員会（NPCS）の新たな役割の検討 

現在 NPCS では、州内の NGO/CBO 等が配布するコンドームの供与取りまとめを行ってい

る。それぞれの NGO から定期的に提出される配布用コンドーム（男性用・女性用とも）の

要望に基づき、州の医薬品倉庫からコンドームを調達し供与するシステムで、これにより

NGO は保健省が供与するコンドームを無料で入手することが可能になっている。HIV/エイズ

関連の機材・消耗品でほかにこのような官民連携型の供与システムを行っている例はないが、

HIV 簡易検査キットについても同様の供与取りまとめを求める声も聞かれる。これは NGO

の多くが戸別訪問やモバイルキャンペーンで HIV 検査を行っているため、郡保健局や近隣の

ヘルスセンターで検査キットが頻繁に在庫切れし、限られた検査キットは公的保健施設での

使用が優先されることから、NGO 等を介したコミュニティレベルでの検査需要に応えられな

いことが頻発しているためである。本プロジェクトの実施により NPCS のコーディネーショ

ン機能が強化され、州内で活動する NGO/CBO 等からの検査を含むサービス実施データが適

切に入手されるようになった際には、HIV 検査キットの供与取りまとめという新しい役割を
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パイロット的に実施することも検討されたい。 

 

４－３ その他 

（1）エイズセクター援助協調への参画 

前述のとおり、モザンビークにおける HIV/エイズセクターの援助協調は、それぞれのドナ

ーができる範囲で PEN III の優先項目に沿った事業支援を行っているが、国・州・郡のいづ

れのレベルにおいても体系的に事業が行われていないのが現状である。国レベルにおいては

Partners’ Forum と呼ばれるモザンビーク政府・ドナー・主要実施機関を集めたコーディネー

ション会議が年に数回（頻度は未確認）行われており、この場で国家戦略の実施進捗の確認

や、介入実施の方向性について協議している。また、ドナー機関はこの会議に先行して「ド

ナー視点での協議内容検討」を行うために、UNAIDS の主導による Pre-Partners’ Forum を開

催し、援助協調のための意見交換・情報共有を行っている。この Pre-Partners’ Forum 以外の

援助協調の場としては、二国間ドナーによる支援プログラム形成の際に他ドナーとの情報共

有会合がもたれたり、PEN III のような主要 HIV/エイズ政策策定時にドナー協議が行われた

りと、アドホックな集会となることが多い。他方、在マプトの国連機関では“Delivering as One”

Programme として 9 機関21が合同でエイズ対策に包括的に取り組むことになっており、国連

機関のなかでの援助協調・情報共有は非常に進んでいる。これら国連各機関の活動について

は、UNAIDS を窓口として他ドナーを含むモザンビーク内の関係機関とも共有されている。 

以上の状況から、モザンビークにおけるエイズセクターの援助協調は UNAIDS を中心とし

たドナー間での日常的な情報交換・共有を通じて行われており、他国のように IHP+の枠組み

を重視し、プロジェクト型支援を否定することもなく、コモンファンド・PROSAUD 等への

支援に参加せずとも相応のかかわり・貢献ができる状況にある。そのうえで、今回聞き取り

を行ったドナーの多くが、JICA の新規プロジェクトについても PEN III や SAPHI に従い緩や

かな援助協調に参加し、かつ他ドナーとの支援が重複しないような形で行われることを期待

するとの意見であった。新規プロジェクト実施においては州レベルでの活動が多く、中央レ

ベルへのフィードバックや、既存の援助協調枠組みのなかで他ドナーへの成果・教訓共有を

行うことは容易でないと想定されるが、積極的なエイズセクター援助協調への参画が必要で

ある。 

 

（2）世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）との連携 

現在、契約手続きを 終化中の、FDC が資金受入機関（PR）となる予防・コミュニケーシ

ョン分野事業（第 9 ラウンド採択済み事業）では、マスメディアを活用した予防メッセージ

の配布、コミュニティレベルでの BCC、職場におけるエイズ教育、ハイリスクグループ対象

の予防活動等を行う予定。対象州はマプト市を含むマプト、ガザ、ザンベジア、ナンプラの

4 州。ガザ州においては、事業実施機関（SR）として ADPP、MONASO、FDC、ECoSIDA が

活動することになっているが、それぞれの SR が実施する活動については、現時点で GFATM

事務局の承認を待っている状態であり、州内での介入規模や予算は現時点では確定されてい

                                                        
21 UNICEF、UNFPA、UNESCO、WHO、UNAIDS、UNDP、ILO、UNODC、WFP の 9 機関。国連改革のパイロットとして、参

加機関のすべてが予算・事業管理・実施をすべて統一化されたシステムで実施しており、「国連機関内援助協調パイロット」
な事業形態。予算は UNDP 本部が管理する One UN Fund から調達されており、報告書は 
http：//mdtf.undp.org/document/download/4901 からダウンロード可能。 
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ない。予防メッセージの配布については、原則として ADPP/MONASO はコミュニティにお

けるカウンセリングやグループ単位での BCC や VCT の推進、ECoSIDA は職場や職能協会等

を介した予防メッセージ及びサービスの配布を計画している。また、MONASO と FDC につ

いては、ラジオを中心とするマスメディアや、芝居などのコミュニティメディア活用を実施

予定とのこと。 

これらコミュニケーション分野における FDC、ADPP、EcoSIDA 等の活動は、資金面でも

潤沢で規模の大きな介入になり、新しいメディア教材等も作成される予定のため、また州レ

ベルでは本プロジェクトで対象とする活動に大いに関係するところ、NPCS/CNCS を通じ活

動内容や成果の情報共有を行うことが重要である。また、保健省が PR となる GFATM 支援

事業では、今後も州・郡保健局が GFATM 資金を用いて、検査や ART を含む治療など保健医

療面での HIV/エイズ対策を実施する。非保健セクターでのコミュニケーション活動（例：

PMTCT の知識向上）が、保健医療セクターでの需要喚起（検査・治療の需要増等）につな

がることが多く、今後更に密な情報共有を行うことが必要となる。 

 

 

 



 

 

付 属 資 料 

１．M/M（英語）及び（ポルトガル語） 

２．R/D（英語）及び（ポルトガル語） 

３．プロジェクト概念図 

４．ガザ州ステークホルダー概念図（英語） 

５．対ドナーへのプロジェクト説明資料（英語） 

（2011 年 9 月 20 日の Pre Partners’ Forum で使用） 
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１．M/M（英語）及び（ポルトガル語）
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２．R/D（英語）及び（ポルトガル語）
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図

プロジェクト概念図

≪プロジェクト目標≫

NPCSの能力強化

≪成果1≫

NPCSの調整能力強化

≪成果2≫

エイズ対策の地方分権化
実証事業の実施と国への
フィードバック

≪成果3≫

エイズ予防に関するIEC教
材の作成支援

• 州内のパートナーマッ
ピング情報の更新
• パートナーのM&E情
報の収集
• CNCSとの上記情報の
共有
• TIWONELIの情報の質
の改善 等

• 郡エイズフォーカルポ
イントの能力強化計画
の策定

• 郡エイズフォーカルポ
イントへの研修実施

• 郡に対するモニタリン
グ/スーパービジョンの
実施、等

• 既存のIECマテリアル
のインベントリー作成
• IECマテリアルに対す
るニーズアセスメント

• 地域のニーズに合わ
せたIECマテリアル作成/
翻訳の支援と関係者に
対する研修の実施、等
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プロジェクト実施体制

NPCS ガザ

CNCS（コミュニケー

ション部門、管理部門）

関連組織
（州行政機関・NGO等）

成果 1

郡HIV
ﾌｫｰｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ

成果 2

HIV予防活動
関連組織

成果 3

NPCS
調整能力の強化

HIV対策地方分権化の実
証事業と国へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

地域ﾆｰｽﾞにあったHIV予防
に関するIEC教材作成支援

スーパービジョン、技術支援
情報収集

フィードバック、情報共有
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Project for Strengthening

coordination capacities of NPCS for
HIV responses in Gaza province

20 September 2011
Japan International Cooperation Agency
Mozambique Office
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• JICA: One Stop Shop of Japan’s ODA
• More than 100 overseas offices in a world
• Undertaking Projects in around 150 countries
• In Mozambique, JICA opened office in 2003
• Vision: Inclusive and Dynamic Development
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Cooperation Menu of JICA

1   Technical Cooperation
Tailor‐made project ;
Dispatch of Experts, Training in abroad, provision of Equipments, etc.

2   Concessionary Loans

3   Grant Aid

4   JICA Volunteers

5   Disaster Relief Teams/Supplies

Gaza Project
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Background

Aug, 2009 Request  to JICA from Gaza Gov./ 
NPCS Gaza

Nov, 2010 Approval by Gov. of Japan

July‐Aug, 2011 Detailed Planning Survey
together with NPCS, CNCS 
designed framework of the Project  
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Key findings and challenges
1. Primary tasks of NPCS, as a coordination body, are 

not satisfactory fulfilled due to the lack of human 
resource and capacities

3.   Weak coordination of Communication tools among 
implementing partners and lack of localized tools 
responding Gaza’s epidemic situation

2.   Decentralization process of HIV responses to the  
district level has just started and it will effect 
NPCS’s role
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Project Framework (1)
Duration of the Project
February 2012 to 2015 (3 years)
Counterpart Organization
NPCS Gaza
Target group
‐Direct beneficiaries: 
NPCS Gaza, District HIV focal points 
‐Indirect beneficiaries: 
CNCS, Implementing partners, 
General Gaza population
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Project Goal

Strengthening 
capacities

of NPCS Gaza

Component 1

Coordination 
Capacity

Component 2

Supervision
Capacity

for District FP

Component 3

Communication
Capacity

Project Framework (2)
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Finding:
Primary tasks of NPCS, as a coordination body,  are not 
satisfactory fulfilled due to the lack of human resource 
and capacities
Primary Tasks
• Coordination Mtg;  Jun&Dec
• Technical Working Group 

Mtg; every 3 months
• Monitoring
• Provincial Information 

bulletin; every 3 months

Constrains
• Limited number of staffs
• Unpredictable budget 

distribution
• Lack of capacity and 

experience
• Lack of systematized work 

flow

Component1: Coordination Capacity 
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Output :
NPCS capacities in coordination of HIV‐related 
services in Gaza province are strengthened.

1‐1   Define partner mapping procedure.
1‐2 Identify provincial implementing partners in Gaza province.
1‐3 Update partner information (i.e. annual operational plan, communication 
tools and IEC materials) annually.
1‐4 Share the information to CNCS.
1‐5 Collect M&E data from partners.
1‐6 Promote dialogue among implementing partners by sharing information and 
lessons learnt at NPCS coordination meeting.
1‐7 Improve quality of TIWONELI (provincial information bulletin) published every 
three month.  

Component1: Coordination Capacity 
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－ Decentralization Process
With GIZ support, CNCS developed a 
plan of allocating HIV full‐time Focal 
Point Person at all 134 districts in 
the country.

By the end of 2011: 40 districts
2012: Additional 40
2013: Additional 40
2014: Additional 14

Challenges

New Tasks will be conducted by NPCS 
as a provincial supervising body of the 
district Focal Points, such as;

 Capacity Development Training
 Development of any necessary 

format, tools
 Regular Monitoring, etc 

Challenge:
Decentralization process of HIV responses to the district 
level has just started and it will effect NPCS’s role

Component2: Supervision Capacity 
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Output:
National plan of decentralization of AIDS responses 
is improved for effective roll out through the pilot 
implementation.

2‐1 Translate national guidelines on decentralization of HIV responses at district 
level into practices. 
2‐2 Make a capacity building plan for district HIV focal point (to be placed by 
CNCS).
2‐3 Conduct trainings for district HIV focal point.
2‐4 Conduct monitoring and supervision visits to the pilot districts.
2‐5 Produce report on pilot implementation of HIV decentralization at district 
level to CNCS
2‐6 Contribute to the finalization of decentralization plan at national level. 

Component2: Supervision Capacity 
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Challenge:
Weak coordination of Communication tools among 
implementing partners and lack of localized tools 
responding Gaza’s epidemic situation

Lack of;
 Tailored Communication  tools respond to Gaza’s needs, such as 

local risk behavior/ local language

 Sharing Mechanism of IEC tools among implementing partners

Component3: Communication Capacity 
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Output:
IEC materials tailored for local needs are made 
available for HIV prevention.

3‐1 Make an inventory of existing IEC materials on HIV prevention used in Gaza 
province.
3‐2 Assess the needs for production/translation into local language IEC materials for 
Gaza province. 
3‐3 Support production/translation into local language of IEC materials based on 3‐2 
results.
3‐4 Support dissemination of IEC materials and train implementing partners.

Component3: Communication Capacity 
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Inputs
Japanese side
1. Experts
Two (2) Long‐term Experts based in NPCS Gaza
(Leader/ Coordinator)
Short‐term Experts, if necessary

2. Equipment
One(1) Project vehicle  
Motorbikes for pilot district HIV focal points, etc

3. Project running cost
Mutually agreed upon as necessary
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Oct, 2011   Signing MOU with NPCS Gaza & CNCS

Nov, 2011  Recruiting Experts

Feb, 2012   Commencing the Project

Next Step
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